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はじめに 

 

この報告書は、「太宰府市男女共同参画条例」第 15 条に基づき、男女共同参画

施策の実施状況およびその評価について、年次報告として公表するものです。 

太宰府市は、令和５年 3 月に「第３次太宰府市男女共同参画プラン」（計画期間：

令和５年度から令和 9 年度）を策定し、本市の目指す「だれもがいきいきと輝くまち

づくり」をめざして、３つの基本目標のもと、11 項目の施策の方向と 32 の施策を定

めています。（詳細については、次ページの体系図を参照してください。） 

本計画を実行性のあるものとするとともに、『重点項目』、『指標』および『目標値』

を設定し、毎年度の実施状況報告書において、達成状況を進行管理しています。 

本報告書は、令和６年度における事業実績を、各課からの報告・ヒアリングをもとに

取りまとめたもので、今後の施策に反映させていくものです。 
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第３次太宰府市男女共同参画プラン令和６年度進捗状況概要 

目標１ 男女共同参画社会実現に向けての啓発・教育 

 

 

 

  

 

※太宰府市男女共同参画に関する市民意識調査の結果の数値を指標とするため、実施予定の令和 8 年度以外は報告できません。 

 

 

 

 

 

施策の方向 重点項目 

1 男女共同参画の視点に立った意識の改革 〇 市民の男女共同参画意識の向上をめざした取組を
行います。 

2 男女共同参画の理解を促進する教育・学習
の充実 

  

3 男性・若者世代にとっての男女共同参画の
推進 

  

計画 実績 
市ホームページにて「男女
共同参画週間」啓発ページ
の作成 

6 月 23 日 ～29 日  に市ホームページに掲示。 
 

ルミナス主催「男女共同参
画セミナー」の開催 

6 月 22 日 「男もつらいよ～人生の分岐点は育児と介護～」参加者：
21 人 
11 月 16 日  「ずっと助けてと叫んでた～助けを求められない子ども
たちに、今、わたしたち大人がすべきこと～」参加者：41 人 
1 月 18 日  「性的マイノリティへの理解を深める～当事者が語るリア
ル体験と真実の姿～」参加者：34 人 

太宰府市男女共同参画市民
フォーラムの開催 

11 月 30 日 ①映画上映「アンコン～夫婦あるある物語～」②講演会
「ピンチは何よりのストーリー」参加者：102 人 

成果指標 
現状 

令和３ 

目標 

令和９ 
令和 5  令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 

評

価 

1 
社会全体で見た場合男女の地
位について「平等になってい

る」と感じている市民の割合 
10.9% 40.0% ※1 ※1 ※1  ※1 ― 

2 
「男は仕事、女は家庭」とい

う固定的な性別役割分担意識

を持たない市民の割合 
59.5% 70.0% ※1 ※1 ※1  ※1 ― 

〇市の広報紙やホームページ、パンフレット等を作成する場合は、男女共同参画の視点を持ち、
「表現ガイドライン」に留意し作成している。既成物であっても、ジェンダーに捉われない表現に
なっているか確認を継続する必要がある。 

〇学校教育や保育においては、子どもの発達段階に応じ男女共同参画を含むあらゆる人権の視点に
立った教育・保育を行っている。ＳＮＳなどの新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、
時代の変化に対応した指導も必要となっている。 

〇男性が主体的に家事・育児・介護に関わることの大切さを考える契機となる各種講座を開催。今
後も、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、多様なライフスタイルを選択できる生き方を提案
できる講座を企画・実施していく。 

施策の方向・重点項目 

成果指標 

令和 6年度の主な取組 

取組の効果と課題 

（年度） 
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目標２ あらゆる分野でだれもがともに活躍できる環境づくり 

 

 

 

  

 

◆（）内の数値は、地方自治法第 202 条の３に基づく審議会等（広域圏で設置している審議会等を除く）の女性登用率。 

 

 

 

 

 

施策の方向 重点項目 

4 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 〇 
性別にかかわらず個人の能力や意欲に応じた登用
の機会を図ります。 

5 雇用の分野における女性の活躍推進   

6 ワーク・ライフ・バランスの推進   

7 
仕事と生活の両立を可能にする子育て・介

護への支援  
  

8 地域・防災分野への男女共同参画の推進   

計画 実績 
各種審議会等への女性の積極的

登用 

女性委員の登用率：27.5％（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

女性職員の採用・登用の拡大 

（市職員） 

採用試験受験者（第一次試験受験人数）の女性の割合 44.0% 

採用職員者の女性の割合 46.2% 

管理的地位における女性職員の割合 15.7% 

監督的地位における女性職員の割合 36.5% 

校区自治協議会役員会での 10

分プレゼンテーションの実施 

3 月 19 日に太宰府南小校区自治協議会役員会で実施。 

テーマ:「男女共同参画の視点からの地域の防災・災害対応」 

 成果指標 
現状 

令和３ 

目標 

令和９ 
令和４ 令和5  令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 評価 

1 
審議会等における

女性委員の登用率
※ 

26.1% 

(26.7%) 
40.0% 

26.8% 

(26.4%) 

27.3% 

(28.1%) 

27.5% 

(28.4%) 
   

68.75% 

(71.0%) 

2 
市の管理職におけ

る女性の割合 
15.6% 20.0% 14.0% 18.8% 15.7%    78.5% 

3 
自治会長における

女性の割合 
6.8% 15.0% 9.1% 11.4% 11.4%    76.0% 

〇審議会等委員の女性登用については、委員改選時の働きかけなどにより前年度から 0.2 ポイント上
昇の 27.5%となったものの、目標値には届いていない。他自治体の取組を調査研究し、委員の男女比
率の偏向に対する配慮等、女性の登用に向けた新たな取組を進めていく。 

〇男女共同参画推進センタールミナスでは県やハローワーク福岡南と共催で女性の再就職のきっかけづくり
となる講座や就業者のスキルアップを目指した講座を開催した。今後も関係機関と連携をとりながら再就職
支援につながる講座を計画・実施していく。 

〇認可保育園待機児童数 0 人を達成。今後も引き続き、保育士確保策に取り組むなど保育の受け皿の
増に努め、待機児童 0 への取組を進める。 

施策の方向・重点項目 

成果指標 

令和 6年度の主な取組 

取組の効果と課題 

（年度） 
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目標３ だれもが安心して暮らせる社会の実現 

 

 

 

  

 

 

※1 太宰府市男女共同参画に関する市民意識調査の結果の数値を指標とするため、実施予定の令和 8年度以外は報告できません。 
※2 太宰府市まちづくり市民意識調査の結果の数値を指標とする。 

 

 

 

 

 

施策の方向 重点項目 

9 配偶者等からの暴力の根絶 〇 ＤＶ被害者支援を充実強化するための取組を行い
ます。 

10 生涯を通じた健康支援   

11 共生社会への推進   

計画 実績 
女性相談員配置 人権政策課に専門職として女性相談員 1 名を雇用し配置した。 

相談件数（延べ）432 件 

「女性に対する暴力をなくす運

動」期間パネル展の実施 

11 月 12 日 ～25 日 まで市ホームページに啓発記事を掲示。ルミ

ナス及び市役所市民ギャラリーにてパネル展を実施。 

ＤⅤ防止街頭啓発の実施  11 月 28 日  西鉄太宰府駅、ルミエールにて啓発チラシ等を配

布。 

デートＤＶ防止啓発パンフレッ

トの配布 

DV 相談周知カード・シールの備え付けを市内高校・大学に依頼。 

「二十歳のつどい」にてデート DV 防止パンフレットを配布。 

ＤＶ相談機関周知の充実 市内公共施設や大学、郵便局、スーパーなどに DV 相談カードを配

布。各種講座開催時に相談チラシ配布。 

職員の相談援助技術向上のため

の研修参加 

福岡県男女共同参画センター「あすばる」主催の男女共同参画研修

等に参加。 

 

成果指標 
現状 

令和３ 

目標 

令和９ 
令和4 令和5  令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 評価 

1 「暴力を受けた経験のある人
の内、相談をしなかった人」

の割合 
65.9% 40.0% ※1 ※1 ※1 ※1  ※1 ― 

2 １の相談しなかった理由とし

て「相談しても無駄だと思っ
た」と回答した割合 

37.6% 20.0% ※1 ※1 ※1 ※1  ※1 ― 

3 「あらゆる人権が尊重されて

いると思う人」の割合 78.1% 83.0% 77.5% 78.5% 67.4% ※2  ※2 ― 

〇女性相談事業は、人権政策課に専門職として女性相談員を 1 名配置し、相談者に寄り添った相談事

業を実施した。相談者の状況に応じ庁内外の機関と連携し支援を行う。 

〇生涯を通じた健康の維持のため､各種健（検）診を実施した。受診率向上に向けて、受診勧奨通知及び受

診券の送付や未受診者勧奨を行った。また、レディースデーや託児付きの日など女性が健診を受けやすい

環境整備を行った。今後も環境を整備していく。 

施策の方向・重点項目 

成果指標 

令和 6年度の主な取組 

取組の効果と課題 
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実施内容 課題 実施内容 課題

男女共同参画の視点に立った意識の改革

意識啓発の推進

6月の「男女共同参画週間」、11月の「女
性に対する暴力をなくす運動」期間に合
わせた啓発記事や「若年層の性暴力被
害防止・JKビジネス問題」「LGBTに関す
ること」、ルミナスで実施した「男女共同
参画セミナー」の報告等を掲載し、意識
の改革につながるよう努めました。

広報紙掲載回数：7回
ルミナスだより：12回

固定的性別役割分担意識の解消や、男
女共同参画の理解促進を図る啓発を継
続してきます。

6月の「男女共同参画週間」、11月の「女
性に対する暴力をなくす運動」期間に合
わせた啓発記事や「若年層の性暴力被
害防止・JKビジネス問題」、「LGBTに関
すること」、ルミナスで実施した男女共同
参画に関する講座やセミナーの周知・報
告等を掲載し、意識の改革につながる
よう努めました。

掲載回数／市広報紙：7回
ルミナスだより：12回
スポーツ＆カルチャー：11回
ホームページ：12回

固定的性別役割分担意識の解消や、男
女共同参画の理解促進を図る啓発を継
続してきます。

人権政策課
（ルミナス）

全戸配布する人権啓発冊子において、
こども基本法や同和問題の歴史の教
育、市での取り組みなどに関する記事を
掲載しました。
市内全戸配布29,400部作成し、12月に
配布しました。

今後とも男女共同参画の視点を入れた
啓発冊子の作成・発行に取り組んでい
きます。

全戸配布する人権啓発冊子において、
デフリンピックについて（すべての人たち
が互いに認め合う社会へ）や同和問題
とマイクロアグレッションについての記事
を掲載しました。
市内全戸配布29,400部作成し、12月に
配布しました。

今後とも男女共同参画の視点を入れた
啓発冊子の作成・発行に取り組んでい
きます。

社会教育課

2
男女共同参画推
進啓発事業の実
施

フォーラムや講演会、パネ
ル展、街頭啓発等を実施
し、男女共同参画への市民
の理解を広めます。

参加者数や内容を参加者
アンケートで評価します。

テーマ　落語の中の男と女～夫婦・家
族・地域社会～
日時：令和5年12月2日 14:00～15:45
会場：プラム・カルコア太宰府（中央公民
館 市民ホール）
講師：桂　花團治さん（落語家)

来場者数が伸び悩んでおり、新たな啓
発方法を検討します。

日時　令和6年11月30日　14:15～16:15
開場　プラム・カルコア太宰府（中央公
民館　市民ホール）
①映画上映　「アンコン～夫婦あるある
物語～」
②講演会　「ピンチは何よりのストー
リー」
講師　今村友香(若波酒造八代目杜氏
兼製造統括）

来場者数が伸び悩んでおり、新たな啓
発方法を検討します。

人権政策課

情報の提供

3
男女共同参画関
連情報の提供

男女共同参画に関する取
組、法令等を分かりやすく
解説するとともに市内外の
情報を積極的に紹介しま
す。

セミナーの開催
ポスターの掲示
パネル展の実施
街頭啓発等の実施回数
市ホームページ掲載回数
スポーツ＆カルチャー掲載
回数
チラシ・ポスター配架回数

広報紙：3回
市ホームページ：50回
チラシ配架・ポスター掲示：随時

令和5年度はルミナス主催事業を市ホー
ムページにおいても周知したため情報
提供回数が増大しました。近隣市や福
岡県の取組も含めて、男女共同参画に
関する情報を引き続き市民に周知して
いきます。

広報紙：3回
市ホームページ：随時
チラシ配架・ポスター掲示：随時

令和6年度はルミナス主催事業を市ホー
ムページにおいても周知したため情報
提供回数が増大しました。近隣市や福
岡県の取組も含めて、男女共同参画に
関する情報を引き続き市民に周知して
いきます。

人権政策課

令和６年度実績

広報紙やホームページ等に
男女共同参画に関する内
容を掲載し、意識変化につ
ながる啓発を進めます。

市広報紙
ルミナスだより
市・ルミナスのホームペー
ジ
各種啓発用チラシ等への
掲載回数

施策の方向1

施策1

目標1

施策2

事業
番号

1
広報紙やホーム
ページ等による
啓発の推進

男女共同参画社会実現に向けての啓発・教育

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容
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実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

ワーク・ライフ・バランスや男女共同参
画、ジェンダー、人権問題などに関する
本を幅広く展示、貸出を行い、市民の理
解を深めていただけるように努めまし
た。特集については、関連図書リストを
図書館ホームページ上で公開していま
す。（1年間）

（令和5年度）
関連図書蔵書数　1,103冊
関連特集実施回数　3回

来館者から手に取ってもらえるように
コーナーを工夫し、市民意識の向上に
つなげたい。
男女共同参画推進係と共同で特集コー
ナーを設置して、蔵書の展示のみならず
関係チラシや相談機関のPR等を行いた
い。

国際女性デーにちなみ「輝く女性　第一
線で活躍する人」をテーマに、各分野で
活躍している女性の本を54冊展示、貸
出を行いました。この他にも男女共同参
画、ジェンダー、人権問題などに関する
本を幅広く展示、貸出を行い、市民の理
解を深めていただけるように努めまし
た。特集については、関連図書リストを
図書館ホームページ上で1年間公開して
います。

（令和6年度）
関連図書蔵書数　1,100冊
関連特集実施回数　3回

来館者から手に取ってもらえるように
コーナーを工夫し、市民意識の向上に
つなげたい。
男女共同参画推進係と共同で特集コー
ナーを設置して、蔵書の展示のみならず
関係チラシや相談機関のPR等を行いた
い。

文化学習課
（市民図書館）

男女共同参画コーナーを常設。月別で
男女共同参画に関する掲示をし、それ
に合わせた資料や図書の配架を行いま
した。
5月 LGBT～性的指向及び性自認を理由
とする偏見や差別をなくしましょう～
6月 男女共同参画社会ってどんな社会？
みんなで考えよう！
7月 ワーク・ライフ・バランス～仕事と生
活の調和～
8月 アンコンシャス・バイアスへの気づき
は、ひとりひとりがイキイキと活躍する社会
への第一歩 
9月 就職支援～男女が共に活躍する社会づ

くり～

10月 男性にとっての男女共同参画
11月 女性に対する暴力をなくす運動
12月 童虐待の防止～子どもを暴力から
守ろう！～
1月 仕事と子育て等両立応援～男女が
共に活躍する社会づくり～
2月 女性活躍推進
3月 みんなで目指す！ジェンダー平等

るみなすライブラリー蔵書数：156冊
特集回数：11回

さらにわかりやすい分類で配架し、来館
者の目に留まるように工夫します。

男女共同参画コーナーにおいて、月別
に特集記事の掲示や関連チラシ・図書
の配架を行いました。
<月別特集テーマ>
4月「若年層の性暴力被害者予防月間」
5月「LGBT」
6月「男女共同参画週間」
7月「ワークライフバランス」
8月「アンコンシャスバイアス」
9月「就職支援」
10月「男性にとっての男女共同参画」
11月「女性に対する暴力をなくす運動」
12月「児童虐待」
1月「仕事と子育て等両立応援」
2月「女性活躍推進」
3月「ジェンダー平等・国際女性デー」

特集実施回数：12回
るみなすライブラリー蔵書数：177冊

さらにわかりやすい分類で配架し、来館
者の目に留まるように工夫します。

人権政策課
（ルミナス）

5
まちづくり市民意
識調査の実施

男女共同参画の推進に係
る設問を設定し、分析、公
表を行います。

毎年度、ホームページで公
表します。

調査結果から男女比を意識した分析を
行った後、ホームページにて公表しまし
た。

質問項目及び分析が男女共同参画の
視点を意識した表現になるよう実施して
いきます。

調査結果から男女比を意識した分析を
行った後、ホームページにて公表しまし
た。

質問項目及び分析が男女共同参画の
視点を意識した表現になるよう実施して
いきます。

経営企画課

男女共同参画週間や関連
する事業と連携し、男女共
同参画関連の図書や資料
を広く収集・整備・提供する
ことにより意識の向上を図
ります。

蔵書数
特集実施回数4

男女共同参画関
連図書の提供
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実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

行政広報・出版物の表現に関する配慮

広報物の作成や外部出版物の記事原
稿の作成の際は社会的性別（ジェン
ダー）にとらわれない表現の使用を心掛
けました。
〇介護保険課
「男女共同参画の表現ガイドライン」に
基づき、社会的性別（ジェンダー）にとら
われない表現の使用に努めました。既
成のパンフレット、帳票についても表現
の確認を行いました。
〇上下水道施設課
広報紙、HP、工事や調査のお知らせチ
ラシ等について、「男女共同参画の表現
ガイドライン」に基づき、社会的性別
（ジェンダー）にとらわれない表現の使用
に努めました。
〇市民課
「男女共同参画の表現ガイドライン」に
基づき、社会的性別（ジェンダー）にとら
われない表現や固定的な性別役割分担
に基づく表現、イラストにならないように
努めました。
〇スポーツ課
社会的性別(ジェンダー)にとらわれない
表現等に努めました。
〇会計課
（会計課）作成物等該当するものがあり
ませんでしたが、文章表現等はジェン
ダーにとらわれない表現の使用に努め
ました。

既成物であっても、表現の視点で確認を
継続する必要があります。
表現について心掛ける。
〇都市計画課
「男女共同参画の表現ガイドライン」に
基づき、社会的性別（ジェンダー）にとら
われない表現の使用に努め、既存物の
表現更新も行いました。
〇市民課
おくやみパンフレットやマイナンバー、戸
籍届出における手続き案内文書を新規
作成する際も、社会的性別（ジェンダー）
にとらわれない表現や固定的な性別役
割分担に基づく表現にならないように努
めます。
〇文化学習課
今後も様々な事業を実施する際に、ジェ
ンダーに関する項目について精査を行
う必要があります。
〇防災安全課
自部署文書、配布物、印刷物、窓口対
応、関係機関からの配布依頼物にも、
絶えず確認の目を光らせています。

広報物の作成や外部出版物の記事原稿
の作成の際は社会的性別（ジェンダー）に
とらわれない表現の使用を心掛けまし
た。

〇税務課/文書情報課/保育児童課/監
査委員事務局/生活支援課/介護保険課
「男女共同参画の表現ガイドライン」に基
づき、社会的性別（ジェンダー）にとらわ
れない表現の使用に努めました。
〇会計課
作成物等該当するものがありませんでし
たが、文章表現等はジェンダーにとらわ
れない表現の使用に努めました。
〇市民課
「男女共同参画の表現ガイドライン」に基
づき、社会的性別（ジェンダー）にとらわ
れない表現や固定的な性別役割分担に
基づく表現、イラストにならないように努め
ました。
〇上下水道施設課
広報紙、HP、工事や調査のお知らせチラ
シ等について、「男女共同参画の表現ガ
イドライン」に基づき、社会的性別（ジェン
ダー）にとらわれない表現の使用に努め
ました。
〇都市計画課
「男女共同参画の表現ガイドライン」に基
づき、社会的性別（ジェンダー）にとらわ
れない表現の使用に努め、既存物の表
現更新も行いました。

〇文書情報課/監査委員事務局
既成物であっても、表現の視点で確認を
継続する必要があります。
〇市民課
おくやみパンフレットやマイナンバー、戸
籍届出における手続き案内文書を新規
作成する際も、社会的性別（ジェンダー）
にとらわれない表現や固定的な性別役
割分担に基づく表現にならないように努
めます。
〇生活支援課
ひきつづき。ジェンダーにとらわれない
ような表現の仕方に努める。
〇税務課
文書や広報等情報発信の際は、既成物
であっても、表現の視点で確認を継続す
る必要があります。
〇保育児童課
担当だけでなく、多くの視点で表現等の
確認を実施していきます。

全課

「男女共同参画の表現ガイドライン（平
成24年2月発行）」をデータ化して、ネット
フォルダに掲載し、職員がいつでも確認
できるようにしています。また、新規採用
職員研修において、ガイドラインを用い
て基本的事項の確認をしました。

社会情勢の変化などを踏まえ、ガイドラ
インの改訂を検討していきます。

「男女共同参画の表現ガイドライン（平
成24年2月発行）」をデータ化して、ネット
フォルダに掲載し、職員がいつでも確認
できるようにしています。また、新規採用
職員研修において、ガイドラインを用い
て基本的事項の確認をしました。

社会情勢の変化などを踏まえ、ガイドラ
インの改訂を検討していきます。

人権政策課

広報紙・ホームページの作成において
は、社会的性別（ジェンダー）にとらわれ
ない表現の使用に努めました。

広報紙の発行：12回
広報委員会の開催：12回
ホームページの作成・承認作業：随時

広報委員会や庁内掲示板などを通じ
て、ガイドラインに基づく表現方法を周
知徹底する必要があります。

広報紙・ホームページの作成において
は、社会的性別（ジェンダー）にとらわれ
ない表現の使用に努めました。

広報紙の発行：12回
広報委員会の開催：12回
ホームページの作成・承認作業：随時

広報委員会や庁内掲示板などを通じ
て、ガイドラインに基づく表現方法を周
知徹底する必要があります。

経営企画課

広報紙・ホームページ・出
版物の作成にあたっては、
「男女共同参画の表現ガイ
ドライン（平成24年人権政
策課作成）」を活用し、社会
的性別（ジェンダー）にとら
われない表現や固定的な
性別役割分担に基づく表現
にならないよう徹底します。

各部署で作成する物並びに
会議、窓口対応、外部から
掲示依頼を受けたもの等に
ついても、この視点で確認
していきます。

施策3

6

社会的性別（ジェ
ンダー）にとらわ
れない表現の使
用
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実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

広報紙、市民周知用パネルの内容につ
いて、ジェンダーにとらわれない表現に
努めました。国際交流協会が発行する
市民向け機関誌である「フレンズベル
NEWS」や「キャンパスネット情報誌」に
使われる内容がジェンダーにとらわれな
い表現となっているのかを確認しまし
た。

広報紙発行回数　  12回
パネル作成回数   4回
機関誌「フレンズベルニュース」確認回
数 12回
キャンパスネット情報誌確認回数２回

広報紙・ホームページ・出版物の作成な
ど男女共同参画の視点に立った表現、
イラストになっているかなどを今後も確
認していきます。

広報紙、市民周知用パネルの内容につ
いて、ジェンダーにとらわれない表現に
努めました。,課内だけでなく、国際交流
協会が発行する市民向け機関誌である
「フレンズベルNEWS」や太宰府キャンパ
スネットワーク会議が作成する「キャン
パスネット情報誌」に使われる内容が
ジェンダーにとらわれない表現となって
いるのかを確認しました。

広報紙掲載月数 12回（掲載記事数
30）
パネル作成回数   5回
機関誌「フレンズベルニュース」確認回
数 12回
キャンパスネット情報誌確認回数２回

広報紙・ホームページ・出版物の作成な
ど男女共同参画の視点に立った表現、
イラストになっているかなどを今後も確
認していきます。

国際・交流課

議会だよりの原稿作成から初校・再校
の過程において、議会広報特別委員会
委員及び議会事務局職員が異なる視点
で内容・表現について確認を行っていま
す。
議会だよりの発行：4回
議会広報特別委員会の開催：13回
ホームページの作成・承認作業：随時

引き続き、各自が自己研鑽に努めるとと
もに、議会広報特別委員会で「男女共
同参画の表現ガイドライン」の周知徹底
を行います。

議会だよりの原稿作成から初校・再校
の過程において、議会広報特別委員会
委員及び議会事務局職員が異なる視点
で内容・表現について確認を行っていま
す。
議会だよりの発行：4回
議会広報特別委員会の開催：12回
ホームページの作成・承認作業：随時

引き続き、各自が自己研鑽に努めるとと
もに、議会広報特別委員会で「男女共
同参画の表現ガイドライン」の周知徹底
を行います。

議事課
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実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

男女共同参画の理解を促進する教育・学習の充実

学校等における男女共同参画の推進

子ども一人ひとりの個性を大切にし,保
育内容を考えていきました。また、毎年
行っている家族の取り組みとして、家庭
の中の役割りを子どもたちや保護者と
一緒に考えていくとともに、男女を決め
付けた考えにならないような配慮を心掛
けていきました。

まずは職員一人ひとりの意識を高めて
いくことが大切なので、研修や自己意識
を高めるための自己学習を進めていき
たいと思います。そして、意識を持って
子ども達や保護者に接していける職員
集団を目指していきます。

子ども一人ひとりの個性を大切にし,保
育内容を考えていきました。また、毎年
行っている家族の取り組みとして、家庭
の中の役割りを子どもたちや保護者と
一緒に考えていくとともに、男女を決め
付けた考えにならないような配慮を心掛
けていきました。

まずは職員一人ひとりの意識を高めて
いくために、研修や自己学習を進めてい
きたいと思います。そして、男女共同参
画の意識を持って子ども達や保護者に
接していける職員集団を目指していきま
す。

ごじょう保育所

小学校から中学校まで、「道徳」の時間
や特別活動の学習にカリキュラムとして
位置づけ、系統的な指導を実施してい
ます。また、人権教育においても資料
「あおぞら」や「あおぞら２」等を活用し、
男女平等について考えさせる機会を設
けました。、

男女共同参画をはじめ新たな人権課題
に対応できる指導者側の視野を広げて
いく必要がある。また、児童生徒には
「自分事」として捉えさせるために、実際
の学校生活や社会生活の中での自分を
見つめさせていく活動を取り入れたい。

小学校から中学校まで、「道徳」の時間
や特別活動の学習にカリキュラムとして
位置づけ、系統的な指導を実施してい
ます。また、人権教育においても資料
「あおぞら2」「自分みつけをしよう」等の
教材を活用し、「男らしさ」「女らしさ」で
はなく「自分らしさ」について考えさせる
機会を設けました。

男女共同参画をはじめ新たな人権課題
に対応できる指導者側の視野を広げて
いく必要がある。また、児童生徒には
「自分事」として捉えさせるために、実際
の学校生活や社会生活の中での自分を
見つめさせていく活動を取り入れたい。

学校教育課

8
進路指導・キャリ
ア教育の充実

固定的性別役割分担意識
にとらわれずに目的意識を
もち、主体的に進路を考え
る力を育成するための進路
指導・キャリア教育を行いま
す。

教育指導全体計画の中で、
各教科・領域等の関連を図
りながら、意図的計画的系
統的な発達段階に応じた指
導を通じて、一人一人の社
会的・職業的自立に向け、
必要な基盤となる能力や態
度を育成する教育を推進し
ます。

コロナ禍の影響も落ち着きが見られ、職
場体験活動や職業調べでは、各学校の
状況に応じた工夫が可能となってきてい
る。発達段階に応じた体験活動の工夫
や「働くということ」についての意識を高
める学習活動ができるようになった。

コロナ禍で停滞した地域の力を活用した
体験活動や学習活動について、さらに
活性化し、学校地域が一体となったキャ
リア教育へ発展させていく必要がある。

職場体験活動や職業調べでは、各学校
や地域の特色に応じた工夫が可能と
なってきている。発達段階に応じた体験
活動の工夫や「働くということ」について
の意識を高める学習活動ができるよう
になった。

体験活動で学んだことをさらに各自の
キャリアデザインに生かしていく学習活
動の工夫が必要である。

学校教育課

9
私立保育所・幼
稚園への理解促
進

男女共同参画の視点から
個性と能力を発揮できる保
育や教育を進めるよう、私
立保育所・幼稚園に働きか
けます。

所園長会での情報提供
研修会案内回数

保育所園長会議　8回
幼稚園園長会議　0回
保育の質の向上のための研修会を１回
開催（163名参加）

保育指導計画は保育所保育指針の中
で示されており、各保育所では保育課
程の中で性別によらない保育の実施に
努めます。

保育所園長会議　7回
幼稚園園長会議　0回
保育の質の向上のための研修会を１回
開催（145名参加）

保育指導計画は保育所保育指針の中
で示されており、各保育所では保育課
程の中で性別によらない保育の実施に
努めました。

保育児童課

就学前、小学校、中学校に
おける発達段階に応じ男女
共同参画の視点に基づい
た保育、教育を推進しま
す。特に義務教育課程にお
いては、教育基本法の精神
に則り、児童生徒の発達段
階に応じ、個人の尊厳、男
女平等に関する教育の充
実に向けて、各教科・領域
等の教育活動を推進しま
す。

施策1

施策の方向2

7
男女共同参画社
会を実現する保
育や教育の実施

保育指針や学校指導要領
に基づき、社会的性別（ジェ
ンダー）にとらわれない保
育、教育を推進していきま
す。
学校指導要領の理念であ
る『豊かな心、健やかな体
の育成』のために、各学校
において、道徳教育の充実
や体験学習の重視、体育・
健康に関する指導の充実
等をはじめ、教育活動の中
で男女平等に関する教育を
位置づけた教育指導全体
計画を策定します。

9



実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

小・中学校、市内高校、大学へ向けて市
民フォーラムの参加呼びかけを行いまし
た。学校からの出前講座要請はありま
せんでした。

市内高校、大学に向けた情報提供、啓
発等に努めます。

小・中学校、市内高校、大学へ向けて市
民フォーラムの参加呼びかけを行いまし
た。学校からの出前講座要請はありま
せんでした。

市内高校、大学に向けた情報提供、啓
発等に努めます。

人権政策課

男女共同参画教育を推進するための組
織の位置づけや、男女ともに活動する
場合の配慮について、教職員や児童生
徒の認識を深めるようにしました。
中学校では、標準服の多様な着用の組
み合わせを生徒が選択できる指導を通
して、教職員をはじめ児童生徒の男女
平等に対する意識を高めるようにしてい
る。

男女共同参画に対する児童生徒の自分
事としての意識をさらに高めていく必要
がある。そのため、学校生活の様々な
場面との関連を図りながら指導していく
必要がある。

男女共同参画教育を推進するための組
織の位置づけや、男女ともに活動する
場合の配慮について、教職員や児童生
徒の認識を深めるようにしました。
中学校では、標準服の多様な着用の組
み合わせを生徒が選択できる指導を通
して、教職員をはじめ児童生徒の男女
平等に対する意識を高めるようにしてい
る。

男女共同参画に対する児童生徒の自分
事としての意識をさらに高めていく必要
がある。そのため、学校生活の様々な
場面との関連を図りながら指導していく
必要がある。

学校教育課

11 性教育の推進

児童・生徒の発達段階に応
じ、生命の大切さや性につ
いての正しい理解を深め、
男女が互いを尊重する教育
を推進します。

教育指導全体計画の中で、
各教科・領域等の関連を図
りながら、意図的計画的系
統的な発達段階に応じた指
導を通じて、生命の大切さ
や性についての正しい理解
を深め、男女が互いを尊重
する教育を推進します。

小学校では、保健の学習で発達段階に
応じた性についての指導を行っていま
す。中学校でも、保健体育科の学習に
加え、専門家を講師に招いた性に関す
る学習会を実施する学校もある。

SNSを悪用した性被害も増加する中、時
代の変化に対応した性に関する指導も
必要となっている。

小学校では、保健の学習で発達段階に
応じた性についての指導を行っていま
す。中学校でも、保健体育科の学習に
加え、専門家を講師に招いた性に関す
る学習会を実施する学校もある。

SNSを悪用した性被害も増加する中、時
代の変化に対応した性に関する指導も
必要となっている。

学校教育課

男女平等教育の視点から
個性と能力を発揮できる教
育を進めるよう、校長会、市
内の高校、大学に向けて男
女共同参画の情報を提供
し、理解の促進を図ります。
また、教育に携わる教職員
が、正しい男女平等教育を
実践できるように研修を実
施します。

校長会への依頼回数
情報提供の回数
ガイドラインの周知
男女平等教育の趣旨を踏
まえた研修

10
学校教育におけ
る理解促進

10



実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

保育たよりやクラスたより等で人権や
男女共同参画に関した内容を記載して
います。

保護者へおたより等の発信及び、学年
懇談やグループ懇談を開催し伝えていく
努力を継続していきます。

保育たよりやクラスたより等で人権や男
女共同参画に関した内容を記載し、認
識を深められるよう努めている。

保護者へおたより等の発信及び、学年
懇談やグループ懇談を開催し伝えていく
努力を継続していきます。

ごじょう保育所

全12学級が年間計画を立てる時に「ジェ
ンダー・性に関すること・人権問題」等の
講師を紹介し意識づけをしました。ま
た、全学級合同の人権学習会におい
て、防災士の渡邉恵里香さんを招き、東
日本大震災で被災された体験談を通し
て、災害時に一人ひとりがお互いに助け
合う気持ちや人権の大切さについてお
話いただきました。
開催日：10月19日（木）
講演：「家庭でできる！防災講座」
講師：防災士　渡邉　恵里香

多くの参加者を募るために学級生以外
の方にも声かけを行い、地域コーディ
ネーターの方にも参加をしていただきま
した。

家庭教育学級での合同講座（人権学習
会）において、移植体験談を聞くことが
初めての学級生が多く、真剣に移植やド
ナーについて考えるよいきっかけとなっ
たようでした。学級生は、自身の日常や
家族を思いながら聞いていたようで、家
庭で話し合いたいという意見が多数あり
ました。
開催日：12月4日（水）
講演：「ふたたびいのちを得て」～移植
体験談とピアノ演奏
講師：児嶋 由紀さん

今回の合同講座は、会場が密にならな
いよう、広く周知は行いませんでした
が、実際に移植を体験された方のお話
は貴重であり、多くの方に聞いていただ
きい内容でした。今後は、家庭教育学級
での周知も含め、お試し参加等多くの人
が参加できるように取り組んでいきま
す。

社会教育課

人権政策課
（ルミナス）

男女共同参画推進センタールミナス主催事
業として、男女共同参画セミナー3回・講演
会1回・上映会2回を開催しました。
①「ワーク・ライフ・バランス　人生ワクワク
は好奇心！～描く力とコミュニケーション力
と小さな一歩～」
開催日：令和5年6月24日（土）
講師：白石明子さん(ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研
究所代表)
参加者数：28人
②「虐待・いじめ・非行から子どもを守る～
救えたはずの命から託された願い～」
開催日：令和5年11月18日（土）
講師：安永智美さん(福岡県警察本部生活
安全部少年課少年健全育成室課長補佐 )
参加者数：24人
③「『いいんだよ』は魔法のことば～寛容の
精神が醸成される社会へ～」
開催日：令和6年1月20日（土）
講師：齋藤眞人さん（学校法人立花学園
立花高等学校 校長）
参加者数：48人
④男女共同参画講演会「～多様な視点か
ら～防災を考えよう!!」
開催日：令和6年3月3日（日）
講師：つるさきかよさん（防災士・ﾗｲﾌｵｰｶﾞﾅ
ｲｻﾞｰ･社会福祉士）
参加者数：38人
⑤上映会「ひとよ（一夜）」
開催日：令和5年9月9日(土)
参加者数：54人
⑥上映会「ひとよ（一夜）」
開催日：令和6年3月16日(土)
参加者数：65人

男女共同参画の意義を理解する講座
を、計画的に実施していきます。

男女共同参画推進センタールミナス主
催事業として、男女共同参画セミナー3
回・講演会1回・上映会4回(2日)を開催
しました。

●セミナー①「男もつらいよ ～人生の分岐点

は育児と介護～」

開催日：令和6年6月22日（土）
講師：馬場義之さん（NPO法人ファザーリング・

ジャパン九州理事）　参加数：21人
●セミナー②「ずっと助けてと叫んでた ～助
けを求められない子ども  たちに、今、わたした

ち大人がすべきこと～」

開催日：令和6年11月16日（土）
講師：山口はるみさん（ドキュメンタリープロ

デューサー）　参加数：41人
●セミナー③「性的マイノリティへの理解を
深める  当事者が語るリアル体験と真実の姿

 」

開催日：令和7年1月18日（土）
講師：黒部美咲さん（（一社）gid.jp日本性同
一性障害と共に生きる人々の会 九州支部
支部長）　参加数：34人
●講演会「心と体の「トリセツ」～知っておき

たい、男女ともにある更年期～」

開催日：令和6年3月2日（日）
講師：豊田晴子さん(助産師／産前産後サポー

トセンター心ゆるり代表） 　参加数：43人
●上映会「愛する人に伝える言葉」
開催日：令和6年9月14日(土)　参加数(午
前・午後)：31人
開催日：令和7年3月15日(土)　参加数(午
前・午後)：60人

男女共同参画の意義を理解する講座
を、計画的に実施していきます。

家庭・社会教育の場における男女共同参画の推進施策 2

保護者への家庭
教育支援

13

保育所での家庭教育に関
する相談に対し、社会的性
別（ジェンダー）にとらわれ
ない視点から助言します。
市PTA連合会や家庭教育
学級をとおして、家庭教育
に関する学習機会を提供し
ていきます。

個人懇談会やクラス懇談会
で保護者に助言していきま
す。

個人懇談の回数、クラス懇
談会の回数

家庭教育学級における学
習機会の提供回数

男女共同参画に関する講
師情報の提供回数

だれもが共に生きやすい社
会の創造に向けて、子育て
支援や、女性の就労支援及
び男女平等意識の高揚を
目指す各種講座等学習機
会を充実します。

子育て・家事・介護・社会的
性別（ジェンダー）等、身近
な問題をテーマに男女共同
参画に関する事業を開催し
ます。
男女共同参画セミナー
各テーマに沿った講座開催
回数と受講者数

12
男女共同参画に
関する講座等の
実施

11



実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

14

行政出前講座や
講師派遣による
学習機会の提供
と支援

市民や各団体等が実施す
る学習会に出前講座や講
師派遣により取組を支援し
ます。

出前講座のメニュー
講座要請回数
講師派遣回数

出前講座の依頼はありませんでした。
引き続き出前講座活用のＰＲを図ってい
きます。

出前講座の依頼はありませんでした。
引き続き出前講座活用のＰＲを図ってい
きます。

人権政策課

ルミナス登録団体にはルミナスセミナー
の参加、市民フォーラムの参加を呼び
かけました。また、登録団体代表者会の
際にアンコンシャス・バイアスについて
研修を行いました。

引き続き各団体に助言・指導を行ってい
きます。

ルミナス登録団体にはルミナスセミナー
の参加、市民フォーラムの参加を呼び
かけました。

引き続き各団体に助言・指導を行ってい
きます。

人権政策課

2校区の自治協議会役員会において、
人権政策課からの人権問題に関する10
分プレゼンテーションを実施しました。
プレゼン回数：2回

人権問題に関する10分プレゼンテーショ
ンを実施しましたが、これをどう役員・地
域住民に対して広げ、次のステップにつ
なげていくのか、人権政策課と協議のう
え検討していく必要があります。

2校区の自治協議会役員会において、
人権政策課から人権問題に関する10分
プレゼンテーションを実施し、自治会長
をはじめ、地域の役員の皆様に啓発を
行いました。特に、南小校区について
は、「男女共同参画の視点からの地域
の防災・災害対応」というテーマを設定
し、防犯防災部会の皆さんにも参加して
もらい、啓発を図りました。
プレゼン回数：2回

前年度の課題を踏まえ、自治会長のみ
ではなく、自治会の役員にも対象を広
げ、実施しました。次のステップとして、
どう地域住民に対して広げていくのか、
人権政策課と協議のうえ検討していく必
要があります。
また、プレゼンの実施回数を増やしてい
けるよう、自治会と協議していく必要が
あります。

地域コミュニ
ティ課

社会教育団体の定例会、運営委員会、
研修会等において「ジェンダー」及び「男
女共同参画」の視点で活動を推進して
いくように依頼しました。また、性別にと
らわれた表現や発言については、是正
を指導してもらうように依頼しました。

今後とも男女共同参画の視点を持って
活動していただくように依頼をしていきま
す。

社会教育団体の定例会、運営委員会、
研修会等において「ジェンダー」及び「男
女共同参画」の視点で活動を推進して
いくように依頼しました。また、性別にと
らわれた表現や発言については、是正
を指導してもらうように依頼しました。

今後とも男女共同参画の視点を持って
活動していただくように依頼をしていきま
す。

社会教育課

各種団体へ市内外の研修会の案内を
行いました。

今後も積極的に情報提供を行っていく
必要があります。また、団体の代表者会
議の際に、啓発活動が実施できるよう検
討していく必要があります。

各種団体へ市内外の研修会の案内を
行いました。

今後も積極的に情報提供を行っていく
必要があります。また、団体の代表者会
議の際に、啓発活動が実施できるよう検
討していく必要があります。

スポーツ課

各団体やボランティア等の
活動において、必要に応じ
て男女共同参画の視点か
ら助言、指導を行います。

社会教育関係団体
補助団体
定期利用団体
ルミナス登録団体
啓発推進会
市民団体
各公共施設委託先

各団体・ボラン
ティア等への啓
発の実施

15
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実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

消防団訓練等を通して、女性消防団員
の普及啓発の取り組みを実施しました。

更に女性消防団員の活躍の場の増加
に努める必要があります。

女性消防団員が活動しやすい環境を作
るため、積極的に意見を聴き、聴取した
意見を消防団全体の活動に組み込んで
いくように働きかけました。

引き続き、女性消防団員の声に耳を傾
けていく必要があります。

防災安全課

（公財）太宰府市国際交流協会が主催
する事業に、市内の大学に通う留学生
や市民の参加がありました。在住外国
人にも参加を促す仕組みづくりに向けて
取り組んでいます。

交流事業参加者数
・フレンズベル倶楽部メンバーのつどい
80名
・留学生フォーラム　27名
・市民政庁まつり出展
・日本文化体験講座　32名
・国際理解講座　34名
・世界文化体験講座  31名
・国際理解講演会　78名
 合計282人

・ゲストティーチャー派遣者数　なし
・国際交流団体への活動助成　なし
・語学ボランティア登録者数　16人
・文化ボランティア登録者数　３人
・文化交流ボランティア登録者数　 1人

新型コロナウイルス感染症が５類にな
り、徐々にコロナ禍前に戻りつつあるな
か、３年ぶりとなるフレンズベル倶楽部メ
ンバーの集いや世界文化体験など数多
くの事業を実施しました。また、広報だざ
いふ７月号で1頁を使って国際交流協会
の紹介も行いました。
今後も国際交流協会事業の内容や広
報を充実させることで、参加者及び賛助
会員の増加を図る必要があります。今
後も新規参加者が増えるような魅力的
な事業を展開していけるよう、必要な支
援を行っていきます。

（公財）太宰府市国際交流協会が主催
する事業に、市内の大学に通う留学生
や市民の参加がありました。在住外国
人にも参加を促す仕組みづくりに向けて
取り組んでいます。

交流事業参加者数
・フレンズベル倶楽部メンバーのつどい
99名
・留学生フォーラム　41名
・市民政庁まつり出展
・日本文化体験講座　26名
・国際理解講座　98名
・世界文化体験講座 31名
・国際理解講演会　（開催なし）
 合計295人

・ゲストティーチャー派遣者数　0件
・国際交流団体への活動助成　0件
・語学ボランティア登録者数　13人
・文化ボランティア登録者数　7人
・文化交流ボランティア登録者数　7人

フレンズベル倶楽部メンバーの集いや
世界文化体験など数多くの事業を実施
しました。また、広報だざいふ６月号で２
頁を使って国際交流協会の紹介も行い
ました。
今後も国際交流協会事業の内容や広
報を充実させることで、参加者及び賛助
会員の増加を図る必要があります。今
後も新規参加者が増えるような魅力的
な事業を展開していけるよう、必要な支
援を行っていきます。

国際・交流課

指定管理をしている市内学童保育所に
おいて、男女共同参画の視点から助言
を行う必要がある事案等はありません
でした。

男女共同参画の視点から助言を行う必
要がある際には、適宜適切な助言を
行っていきます。

指定管理をしている市内学童保育所に
おいて、男女共同参画の視点から助言
を行う必要がある事案等はありません
でした。

男女共同参画の視点から助言を行う必
要がある際には、適宜適切な助言を
行っていきます。

保育児童課

文化ふれあい館、大宰府展示館は毎月
定例会議を行っていました。このほか九
州歴史資料館を交えて会議を行ってい
ます。

今後も、情報の共有化を推進していきま
す。

文化ふれあい館、大宰府展示館は毎月
定例会議を行った。このほか九州歴史
資料館を交えて会議を行った。

今後も、情報の共有化を推進していきま
す。

文化財課

指定管理者に市内外の研修会案内を
行いました。

引き続き市内外の研修会等について、
積極的に情報提供を行う必要がありま
す。

啓発推進会に市内外の研修会案内を
行いました。

引き続き市内外の研修会等について、
積極的に情報提供を行う必要がありま
す。

文化学習課

15
各団体・ボラン
ティア等への啓
発の実施

社会教育関係団体
補助団体
定期利用団体
ルミナス登録団体
啓発推進会
市民団体
各公共施設委託先

各団体やボランティア等の
活動において、必要に応じ
て男女共同参画の視点か
ら助言、指導を行います。

13



実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

男性・若者世代にとっての男女共同参画の推進

男性へのアプローチ

男女共同参画推進センタールミナス主
催講座として、仕事と家庭の両立支援に
関する講座を開催しました。
開催数：3回

①「男性の家事参画応援!!夏休みにパパ
と作ろう！手作り肉しゅうまい」
開催日：令和5年8月5日（土）
参加者数：4人

②「男性歓迎！しあわせクッキング　韓国
料理に挑戦！」
開催日：令和5年10月14日（土）
参加者数：12人

③「男性の家事参画応援!!男の自慢料理」
開催日：令和6年1月28日(日)
参加者数：4人

男性自身も性別による役割にとらわれ
ず、多様なライフスタイルを選択できる
生き方を提案できる講座を企画・実施し
ていきます。

男女共同参画推進センタールミナス主
催講座として、仕事と家庭の両立支援に
関する講座を開催しました。
開催数：3回

●「男性の家事参画応援  夏休みにパパと
作ろう！ふんわりジューシーハンバーグ」
開催日：令和6年8月3日（土）
参加数：11人
●「男性歓迎！しあわせクッキング～おう
ちdeイタリアン」
開催日：令和6年10月19日（土）　参加
数：21人
●「男性の家事参画応援  オトコの筋肉め
し」
開催日：令和7年1月26日(日)
参加数：5人

男性自身も性別による役割にとらわれ
ず、多様なライフスタイルを選択できる
生き方を提案できる講座を企画・実施し
ていきます。

人権政策課
（ルミナス）

◇父親が参加しやすいように事業日を
土日に設定しています。
「パパとあそぼう！」
・開催回数　４　回
・参加者　33　組の父子
「親子であそぼう会」
・開催回数　４回
・参加者　146　人（大人 79人、子ども
67人）
◇パパママクラス
日曜日開催、妊娠中から両親が一緒に
育児を行うことの重要性を伝えていま
す。
・開催数　12回
・参加者　89組
◇マタニティクッキング
日曜日開催。男性にも妊娠期の食事・
栄養の知識を深め、併せて積極的な家
事参加を促すような内容になっていま
す。
・開催数　4回
・参加者　14名

・「パパとあそぼう」の中で父、母ともに
子育てをしていくという視点、お父さんも
育児に参加していくことの大切さを話し
ています。育休をとるパパも増えてきて
サロンに遊びに来られている方もいま
す。サロンや広場、講座の中で、パパに
も子育ての情報や遊び方を伝えてきま
したが、母親が中心となり育児を行って
いる家庭も多く、子育てに悩みを抱えた
方からの相談は続いている状況です。

チラシなどで男女共同を意識したイラス
トを入れるようにしています。

・母子手帳交付時より男性の育児参加
について啓発していますが、未だ「家事
は女性がするもの」「夫は料理ができな
いから産後も家事は妻がしないといけな
い」という声も聞きます。男性の育児休
暇取得は徐々に浸透してきている印象
ですが実際には何をして良いのかわか
らない男性が多く見受けられます。この
課題に向け、引き続き事業を通し男性
の家事育児参加の重要性について普
及、啓発を実施していきます。

◇父親が参加しやすいように事業日を
土日に設定しています。
[パパとあそぼう！」
・開催回数　5回
・参加者　51組の父子
「親子であそぼう会」
・開催回数　4回
・参加者　２６５人（大人１３９人、子ども
126人）
◇べビースキンシップ講座
・利用者数　大人78人 子ども68人
　内3回 パパ・ママベビースキンシップ
講座
・利用者　大人25人子ども15人
◇パパママクラス
毎月1回日曜日に開催。妊娠中から両
親が一緒に育児を行うことの重要性を
伝えた。
・開催数　12回
・参加者　100組

◇パパママクッキング
隔月1回日曜日開催。令和6年度より事
業名に「パパママ」を冠し、男性の参加
を促した。妊娠期の食事・栄養の知識を
深める内容で、併せて積極的な家事参
加を促した。
・開催数　6回
・参加者　18組

・申し込んだ理由は様々ですが（ママに
言われたから来たなど）参加をする事
で、こどもとの遊び方を知ったり、積極的
にこどもと関わる姿も見られます。父、
母や周りの人の助けもありながら一緒
に子育てができるように、子育て支援セ
ンターの事業をこれからも伝えていけた
らと思います。

◇パパママクラス
◇パパママクッキング
母子健康手帳交付時に参加を促し、定
例日に参加できない場合は個別対応等
を行いましたが、参加は希望制のため
元より家事育児参加の意識のある人が
参加されていると思われます。
また、男性の育児休暇取得は徐々に浸
透している印象を受けているものの、休
暇中に具体的に何をすればいいのかわ
からないといった声も聞かれます。
令和7年度に向けては、事業終了後の
アンケートで利用者のニーズを図りなが
ら、母子健康手帳交付時や妊娠8か月
面談等の機会にて、教室参加者以外に
も普及啓発を図っていきます。

子育て支援課

施策1

施策の方向3

男性の家事自立支援講座
父親の子育て応援事業全
般（両親教室、パパとあそ
ぼう！、親子であそぼう会
等）の開催回数と受講者数
男性の介護支援講座
料理教室　等
の開催回数と受講者数

男性が主体的に家事、育
児、介護に関わることの大
切さや意義を啓発し、事業

を実施します。

男性の家事、育
児、介護等に関
する事業の実施

16

14



実施内容 課題 実施内容 課題

令和６年度実績事業
番号

事業実施にあたっての
方針と指標

担当課
（参考）令和５年度実績

事業名 事業内容

◇お腹すっきり料理教室
生活習慣病につながるメタボリックシン
ドロームの予防・改善を図ります。女性
もメタボリックシンドロームに関心が高い
方が多く、令和5年度からは男女ともに
参加できる料理教室とし、夫婦での参加
なども促しました。年齢は特定保健指導
対象の層とし、後期高齢者は対象外とし
ました。（定員に満たない場合は参加可
能とした）
・開催数　6回（全2回×3ｸｰﾙ）
・参加者数　延28人（うち男性延べ9人）

健康づくりのための料理教室を今後も
開催し、対象者や内容を検討していきま
す。

◇ヘルスアップ教室
生活習慣病につながるメタボリックシン
ドロームの予防・改善を図ります。女性
もメタボリックシンドロームに関心が高い
方が多く、令和5年度からは男女ともに
参加できる料理教室とし、夫婦での参加
なども促しました。年齢は主に特定保健
指導対象の層としました。
・開催数　6回（全2回×3ｸｰﾙ）
・参加者数　延56人（うち男性延べ３人）

健康づくりのための料理教室を今後も
開催し、対象者や内容を検討していきま
す。

元気づくり課

若者世代へのアプローチ

DV相談周知カード・シールの備え付け
を市内大学に依頼しました。

依頼回数．1回

若者世代への働きかけについては、関
係機関と協議・連携を図りながら、意識
啓発の方法を検討していきます。

太宰府市女性相談窓口の直通電話が
開通したのを機に、相談窓口の周知
カードを新しく作成。市内の学校、等に
配架。

若者世代への働きかけについては、関
係機関と協議・連携を図りながら、意識
啓発の方法を検討していきます。

人権政策課

筑紫女学園大学では、 「太宰府 SDGs
プロジェクト」として、ジェンダー平等を
テーマとして、「九州国立博物館で開催
する“ジェンダーレス・ファッショー”を企
画しよう」と題して、筑紫女学園大学生と
太宰府高等学校の生徒が研究、発表を
行いました。

大学生への啓発物の配布や大学と連携
したイベントの企画等があれば、5大学
の実務担当者が集まる太宰府キャンパ
スネットワーク会議運営会議にて、各大
学に説明・提案する場を設けたいと考え
ます。

大宰府キャンパスネットワーク会議で学
生連絡会委員から会長等の役職を決め
る際は、学生と共に男女共同参画を考
慮して役職の決定を行いました。

大学生への啓発物の配布や大学と連携
したイベントの企画等があれば、5大学
の実務担当者が集まる太宰府キャンパ
スネットワーク会議運営会議にて、各大
学に説明・提案する場を設けたいと考え
ます。

国際・交流課

17

施策2

市内大学等への理解促進
を図った回数

若者世代の男女
共同参画に関す
る理解促進

将来を担う若者世代が男女
共同参画の意義を理解し、
ライフプランを考えられるよ
うな理解の促進を図りま
す。

15



実施内容 課題 実施内容 課題

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

市の各種審議会等への女性の積極的登用の促進

女性委員の登用率：27.5％
（令和6年4月1日現在）
※参考：別表1「太宰府市審
議会等における女性の登
用状況」（地方自治法第180
条の5及び第202条の3に基
づく委員会等）必要に応じ
て関係課にヒアリングを実
施し、委員選考時に女性の
登用を検討してもらうよう依
頼しました。

各課それぞれ登用率向上
のために女性委員を探すな
ど取り組みを行っています
が、分野によって女性の適
任者が不足している等もあ
り、現在の登用率は目標値
である40.0％から大きく離
れています。
関係課のヒアリングは継続
していくことはもちろんです
が、登用率向上に向けた庁
内制度について研究してい
きます。

女性委員の登用率：29.8％
（令和7年4月1日現在）
※参考：別表1「太宰府市審
議会等における女性の登
用状況」（地方自治法第180
条の5及び第202条の3に基
づく委員会等）必要に応じ
て関係課にヒアリングを実
施し、委員選考時に女性の
登用を検討してもらうよう依
頼しました。

各課それぞれ登用率向上
のために女性委員を探すな
ど取り組みを行っています
が、分野によって女性の適
任者が不足している等もあ
り、現在の登用率は目標値
である40.0％から大きく離
れています。
関係課のヒアリングは継続
していくことはもちろんです
が、登用率向上に向けた庁
内制度について研究してい
きます。

人権政策課

〇観光推進課
太宰府市観光推進基本計
画策定協議会の設置にあ
たり、市民公募枠より女性２
名を登用するなど、女性の
登用に努めました。

〇文化財課
審議会委員の更新にあたっ
て女性を推薦するよう依頼
するなど、女性の登用に努
めました。

〇観光推進課
委員選出を行う前に、男女
共同参画に関する啓発を行
うなど、委員の女性登用に
つなげていきます。

〇税務課
本市の登用率は昨年から9
ポイント増加しています。あ
らゆる機会に女性の登用を
呼びかけていますが、登用
率は伸び悩んでいます。

〇税務課
識見者は継続して選任して
おり、男性が多くなってい
る。

〇税務課
本市の女性の登用率は昨
年と変わらず、あらゆる機
会に女性の登用を呼びか
けていますが、登用率は伸
び悩んでいます。

〇都市計画課
委員選出を行う際に、男女
共同参画に関する啓発を行
うなど、委員の女性登用を
呼び掛けていますが、登用
率は伸び悩んでいます。

関係課

あらゆる分野でだれもがともに活躍できる環境づくり

担当課

目標2

施策の方向4

施策1

18
審議会等の女性
登用率向上に向
けた取組

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績

女性の意見等を市政に反
映させるため、審議会・委
員会等の委員に積極的に
女性を登用します。
女性の登用率向上に向け
た施策に取り組みます。

4月1日時点の審議会等へ
の女性の登用状況調査と
関係課とのヒアリング

登用率向上に向けた庁内
制度の導入の検討

（参考）令和５年度実績

16



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

市職員への女性の採用・登用・職域拡大・能力開発の促進

19

女性活躍推進法
に基づく特定事
業主行動計画の
進行管理

女性活躍推進法に基づく特
定事業主行動計画を適正
に進行管理し、実施状況の
フォローアップと公表を行い
ます。

特定事業主行動計画に掲
げた具体的な取組内容の
全ての目標を指標としま
す。

特定事業主行動計画に掲
示している目標達成に取り
組みました。

計画に記載している休暇等
の制度について積極的に
周知していく必要がありま
す。

特定事業主行動計画に掲
示している目標達成に取り
組みました。

計画に記載している休暇等
の制度について積極的に
周知していく必要がありま
す。

総務課

20
女性職員の採
用・登用拡大

多様な人材を確保し、男女
が対等に能力を発揮できる
人材育成を進め、性別によ
らない職場配置を行い、管
理監督者への登用を推進し
ます。

特定事業主行動計画に掲
げた具体的な取組内容の
目標を指標とします。

管理的・監督的地位にある
職員に占める女性割合
女性の採用試験受験者割
合
女性の採用者割合

厳正及び公平に、市職員採
用試験を実施しました。

採用試験受験者割合（令和
5年度実施の全試験の第一
次試験受験人数）
女性の割合　46.2%
男性　397人：女性　341人
採用職員者割合
女性の割合　52.3%
男性　10人：女性　11人

男女の区別なく職員の能力
に応じた適材適所の人員配
置を行いました。

管理的地位における女性
職員　18.8%
（48人中女性9人）
男性職員　39人／197人中
女性職員　9人／159人中
監督的地位における女性
職員　33.3%
（75人中女性25人）
男性職員　50人／197人中
女性職員　25人／159人中

男性・女性を問わず、管理
監督職の魅力なり、モデル
となる職員の育成をする必
要があります。アリングでの
聞き取りから。）
履歴書から性別欄をなくす
動きがあるが、なくしてしま
うと応募者の男女比などが
わからなくなる。性別欄をな
くすのではなく、不明・答え
たくないを追加するか。要
検討事項。

厳正及び公平に、市職員採
用試験を実施しました。

採用試験受験者割合（令和
6年度実施の全試験の第一
次試験受験人数）
女性の割合　44.0%
男性　238人：女性　190人：
無回答　4人
採用職員者割合
女性の割合　46.2%
男性　7人：女性　6人

管理的地位における女性
職員　15.7%
 （51人中女性　8人）
男性職員  43人／206人中
女性職員　  8人／ 172人
中
 監督的地位における女性
職員　36.5%
（85人中女性　1人）
男性職員　54人／ 206人中
女性職員　 31人／172人中

履歴書の性別記載欄は回
答を任意とした。

総務課

21
職員を対象とし
たハラスメント防
止の徹底

セクシュアル・ハラスメント、
パワー・ハラスメント等を防
止するための必要な対策を
講じます。

職員への周知回数
職員研修

メンタルヘルス研修、人事
評価制度評価者研修等に
おいて、ハラスメント防止の
考え方も含めた内容で実施
しました。
周知回数：メンタルヘルス4
回
人事評価2回

今後も人権政策課など関係
課と調整しながら実施して
いきます。

メンタルヘルス研修、人事
評価制度評価者研修等に
おいて、ハラスメント防止の
考え方も含めた内容で実施
しました。
周知回数：メンタルヘルス3
回
人事評価2回

今後も人権政策課など関係
課と調整しながら実施して
いきます。

総務課

施策2

17



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

22

外郭団体ほか補
助団体への女性
登用状況調査の
実施と要請

外郭団体や補助団体の役
員等への女性の登用につ
いて調査を行い、女性登用
の要請や推進に努めます。

団体の役員等における女
性の登用状況を成果指標と
します。

関係課

（取りまとめ）
人権政策課

政策への参画機会の拡大

市の政策等の企画立案過
程における市民参画のた
め、パブリック・コメント手続
を実施します。

各種公共団体・民間諸団体への女性の積極的登用の要請

関係課
パブリック・コメントの参加
者数

〇管財課
「太宰府市公共施設等総合
管理計画（改訂版）」の策定
にあたり、市内公共施設12
か所及び市ホームページに
てパブリックコメントを実施
しました。
意見提出者数（意見数） ：2
人（20件）〇観光推進課
「第二次太宰府市観光推進
基本計画」の策定にあた
り、市内公共施設10か所及
び市ホームページにてパブ
リックコメントを実施。
意見提出数：４人（19件）

○元気づくり課
「第2期自殺対策計画」の策
定に当たり、市内公共施設
１０か所及び市ホームペー
ジにてパブリックコメントを
実施しました。
パブリックコメント参加者
数：１名

〇文化学習課
「第３次太宰府市子ども読
書活動推進計画」の策定に
あたり、市内公共施設10か
所及び市ホームページにて
パブリックコメントを実施し
ました
意見提出者数（意見数） ：3
人

〇介護保険課
「高齢者支援計画」の素案
に対するパブリック・コメント
を実施しました。
市内13ヵ所とメール等。
意見提出者数(意見数)：9
名(26件)

〇観光推進課
より多くの市民参画を得て
いくため、次期計画策定時
においてもパブリックコメン
ト実施の認知向上に努め
る。

〇経営企画課
「第3期太宰府市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」の素
案に対するパブリック・コメ
ントを実施しました。
市内13ヵ所とメール等。
意見提出者数(意見数)：7
名(21件)

り、男性が多くなっている。

○文化財課
「特別史跡大宰府跡整備基
本計画」の策定にあたり、
市内公共施設10か所及び
市ホームページにてパブ
リックコメントを実施しまし
た。
意見提出者数（意見数） ：2
人（4件）

施策3

施策4

23
パブリック・コメン
ト手続の実施

〇文化財課
今後の計画の策定におい
てもパブリックコメントを実
施し、認知向上に努める必
要がある。

18



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

政治分野における男女共同参画の推進

24
議員を対象とし
た啓発

男女共同参画に関する研
修等の情報提供を行いま
す。

研修等の情報提供数

令和5年度太宰府市男女共
同参画市民フォーラム（令
和５年１２月２日開催）のチ
ラシを配布

男女共同参画に関する研
修等の案内があった場合
は情報提供を行います。

令和６年度太宰府市男女
共同参画市民フォーラム
（令和６年11月30日開催）
のチラシを配布

男女共同参画に関する研
修等の案内があった場合
は情報提供を行います。

議事課

事業所等における男女共同参画に関する理解促進

広報紙へ啓発記事を掲載し
ました。
・広報紙掲載回数：1回（職
場のハラスメント集中相談
会）

今後も引き続き、広報紙及
びホームページ等により、
企業及び市民への啓発を
行っていく必要があります。

広報紙へ啓発記事を掲載し
ました。
・広報紙掲載回数：1回（職
場のハラスメント集中相談
会）

今後も引き続き、広報及び
ホームページ等により、企
業及び市民への啓発を行っ
ていく必要があります。

福祉課

チラシ等の配架・掲示、市
ホームページ掲載及び商工
会との情報共有を実施しま
した。

国等からの情報をお知らせ
するだけの最低限の啓発に
留まっていることが問題で
す。市から積極的に働きか
ける啓発方法について検討
していくことが今後の課題
です。

チラシ等の配架・掲示、市
ホームページ掲載及び商工
会との情報共有を実施しま
した。

国等からの情報をお知らせ
するだけの最低限の啓発に
留まっていることが問題で
す。市から積極的に働きか
ける啓発方法について検討
していくことが今後の課題
です。

産業振興課

施策1

25

事業主や労働者に男女雇
用機会均等法や改正育児・
介護休業法など労働関係
の法制度や産前産後休暇
制度などの母性保護並び
にセクシュアル・ハラスメン
ト、マタニティ・ハラスメント
防止を周知し、雇用の場に
おける啓発を
行います。

広報への啓発記事の掲載
やパンフレットの窓口設置、
ポスターの掲示を行いま
す。

年1回広報への啓発記事掲
載

労働や休暇等に
関する法制度や
労働の場におけ
る母性保護、並
びにハラスメント
防止の周知・啓
発

施策の方向5 雇用の分野における女性の活躍推進

施策5

19



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

福岡県の「子育て応援宣言
企業」「介護応援宣言企業」
登録制度を市HPに掲載し、
登録を呼びかけました。

市独自のセミナ―の実施の
必要性や、啓発方法を検討
していきます。

福岡県の「子育て応援宣言
企業」「介護応援宣言企業」
登録制度を市HPに掲載し、
登録を呼びかけました。
県等から働き方についての
講演会等の案内があったと
きは、商工会議所担当課の
産業振興課へ情報提供を
怒雛いました。

市独自のセミナ―の実施の
必要性や、啓発方法を検討
していきます。

人権政策課

ワーク・ライフ・バランスの
理解を深めるために福岡県
が開催するセミナー等や市
民講演会への参加を商工
会を通じて呼びかけまし
た。
【よかばい・かえるばい企業
大賞候補者募集】
県全体の働き方改革に向
けた更なる機運醸成を目的
に、特に優れた取組を行っ
ている企業を「よかばい・か
えるばい企業大賞」として
表彰し、その事例を広く県
民・企業に発信。
提供回数：1回
【雇用関係助成金説明会】
最低賃金引上げ見込みに
あたり、福岡県と福岡労働
局では、生産性を向上さ
せ、「事業場内で最も低い
賃金」の引上げを図る中小
企業・小規模事業者を支援
する業務改善助成金を含
め、雇用関係助成金に関す
る説明会を開催。
開催案内：1回

セミナーについては、福岡
県の取組への参加募集の
情報提供となっています。
ワーク・ライフ・バランスの
理解促進を図るための実践
的な取り組みについて、独
自のセミナーの開催など、
必要性や対策を検討してい
くことが今後の課題です。

ワーク・ライフ・バランスの
理解を深めるために福岡県
が開催するセミナー等や市
民講演会への参加を商工
会を通じて呼びかけまし
た。
【よかばい・かえるばい企業
大賞候補者募集】
県全体の働き方改革に向
けた更なる機運醸成を目的
に、特に優れた取組を行っ
ている企業を「よかばい・か
えるばい企業大賞」として
表彰し、その事例を広く県
民・企業に発信。
提供回数：1回
【雇用関係助成金説明会】
最低賃金引上げ見込みに
あたり、福岡県と福岡労働
局では、生産性を向上さ
せ、「事業場内で最も低い
賃金」の引上げを図る中小
企業・小規模事業者を支援
する業務改善助成金を含
め、雇用関係助成金に関す
る説明会を開催。
開催案内：1回

セミナーについては、福岡
県の取組への参加募集の
情報提供となっています。
ワーク・ライフ・バランスの
理解促進を図るための実践
的な取り組みについて、独
自のセミナーの開催など、
必要性や対策を検討してい
くことが今後の課題です。

産業振興課

26
働き方に関する
事業所への啓発

働く場での女性の活躍推進
や男性中心型の労働慣行
の解消など、時代に応じた
働き方について、理解促進
を図っていきます。

企業向けセミナー
筑紫地区企業同和問題推
進委員会研修会、
筑紫地区企業・事業所同和
問題研修会

20



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

・筑紫地区企業同和問題推
進委員会委員（96会員）を
対象とした研修会の開催を
支援。
・筑紫地区企業同和問題推
進委員会夏期研修会
日時：令和5年7月14日 
場所：大野城まどかぴあ
演題：「企業における人権
問題解決へのみちすじ～音
楽で学ぶ人権問題」　講師：
山口裕之氏
・筑紫地区企業同和問題推
進委員会総会及び研修会
日時：令和5年11月8日 
場所：プラム・カルコア太宰
府演題：「インターネットによ
る人権侵害について」　講
師：迫本幸二氏
・筑紫地区の企業等に対
し、商工会を通じ参加呼び
かけ。
日時：令和6年2月15日 
場所：筑紫野市生涯学習セ
ンター
演題：「人権新時代～差別
の現場から」　講師：中原興
平氏

企業における人権問題の
解決のため、働く女性の地
位向上や職場における男
女機会均等の視点に加え、
研修会の重要性を訴え、よ
り多くの企業や事業者に参
加してもらえるようにするこ
とが課題です。

・筑紫地区企業同和問題推
進委員会委員（95会員）を
対象とした研修会の開催を
支援しました。
①筑紫地区企業同和問題
推進委員会夏期研修会
日時：令和6年7月18日（木）
場所：春日市ふれあい文化
センター
演題：「人権・部落差別問題
を「今・ここ・自分事」として
考える」講師：谷口　研二氏
②筑紫地区企業同和問題
推進委員会総会及び研修
会
日時：令和6年11月13日
（水）
場所：ミリカローデン那珂川
演題：「考えてみましょう～
デジタル社会と私の人権」
講師：古野　陽一氏

・筑紫地区の企業・事業所
に対し、商工会を通じて研
修会への参加を呼び掛け
ました。
日時：令和7年2月13日（木）
場所：大野城まどかぴあ
演題：「障がいの理解とそ
の対応」講師：江島　玲子
氏

筑紫地区企業同和問題推
進委員会や筑紫地区人権・
同和行政推進協議会にて、
企業に対し同和問題をはじ
め人権認識を深めるための
研修会を開催しています。
同様に働く女性の地位向上
や職場における男女機会
均等の視点に加え、研修会
の重要性を訴え、より多くの
企業や事業者に参加しても
らえるようにすることが課題
です。

産業振興課

21



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

27
男女共同参画に
関する事業者等
への調査・啓発

市内の事業者及び指定管
理者に対し、「男女共同参
画推進状況」の調査や、ハ
ラスメント防止等に対する
啓発を行います。

調査・報告書の作成

女性の活躍推進や雇用分
野の法制度やセクシュア
ル・ハラスメント、マタニ
ティ・ハラスメント防止の周
知回数

調査は令和4年度で事業終
了。
福岡県主催の改正育児・介
護休業法等説明会＆ハラ
スメント防止研修会の参加
者募集について市HPで周
知しました。

市独自のセミナ―の実施の
必要性や、啓発方法を検討
していきます。

調査は令和4年度で事業終
了。
福岡県主催企業向男女共
同参画に関する講演会等
の案内が来たときは、産業
振興課を通して周知をして
います。

市独自のセミナ―の実施の
必要性や、啓発方法を検討
していきます。

人権政策課

22



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

女性の職業能力開発の支援

28
資格・技能・技術
取得への支援

資格・技能・技術を得るため
の情報提供及び取得のた
めの講座を実施します。

講座開催回数と受講者数

男女共同参画推進センター
ルミナス主催講座として、資
格・技能・技術支援に関す
る講座を開催しました。
開催数：1回

「医療事務講座・歯科コー
ス」
開催日：令和5年6月7日～7
月12日(全6回)
毎週水曜日
参加者数：2人（延べ11人）

ニーズに応じた資格等取得
支援につながる講座を、引
き続き計画・実施していきま
す。

男女共同参画推進センター
ルミナス主催講座として、資
格・技能・技術取得支援に
関する講座を開催しまし
た。
開催数：1回

「医療事務講座・調剤コー
ス」
開催日：令和6年6月5日～7
月10日 毎週水曜日(全6回)
参加数：11人

ニーズに応じた資格等取得
支援につながる講座を、引
き続き計画・実施していきま
す。

人権政策課
（ルミナス）

ニーズに応じた就業・起業
等支援につながる講座を、
引き続き計画・実施してい
きます。

人権政策課
(ルミナス）

ニーズに応じた就業・起業
等支援につながる講座を、
引き続き計画・実施してい
きます。

男女共同参画推進センター
ルミナス主催講座として、福
岡県よろず支援拠点派遣
コーディネーターを招き、女
性の起業・副業応援講座を
開催しました。
開催数：3回
①「女性の起業・副業応援
① スマホで簡単！あなたの
魅力を引き出す写真加工セ
ミナー」
開催日：令和5年8月5日(土)
講師：河本真希さん
参加者数：5人
②「女性の起業・副業応援
② Canva(ｷｬﾝﾊﾞ)で簡単！
画像でホームページの彩り
UP ！セミナー＆ワーク」
開催日：令和5年9月2日(土)
講師：白岩宏美さん
参加者数：17人
③「女性の起業・副業応援
③ しゃべった言葉がテロップ
になる誰でもかんたん動画
作成セミナー【パソコン編】」
開催日：令和5年11月4日
(土)
講師：岡本直樹さん
参加者数：8人

施策2

29
女性の就業や起
業、経営を支援
する取組

男女共同参画推進センター
ルミナス主催講座として、福
岡県よろず支援拠点派遣
コーディネーターを招き、女
性の起業・副業応援講座を
開催しました。
開催数：3回
●「女性の起業・副業応援
①
あなたのお店に自然にお客
様がやってくるマーケティン
グﾞセミナー」　開催日：令和
6年7月13日(土)　講師：安
良岡成晃さん　参加数：4人
●「女性の起業・副業応援
②
ふるさと納税返礼品を出品
してみようセミナー」　開催
日：令和6年9月7日(土)　講
師：山田周作さん　参加数：
10人
●「女性の起業・副業応援
③
はじめてのLINE公式アカウ
ントセミナー」　開催日：令
和6年11月9日(土)　講師：
白岩宏美さん　参加数：5人

就業や起業を考えている女
性を対象に、必要な知識や
情報を提供するセミナーを
実施します。

支援セミナー開催回数
商工会と連携した内容と回
数

23



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

商工会と連携し、女性も参加
しやすい創業塾を開催し、活
躍の推進を図りました。

女性が参加しやすいように時
間帯等を配慮した創業塾を開
催しました。またワンストップ
相談窓口を商工会で実施して
おり、個別に創業者支援を行
いました。

【創業塾受講者】
利用者53名（男性23名、女性
30名）
【創業補助金】
利用者7社（補助額944,312円）
【がんばる中小企業応援補助
金】
利用者7社（補助額1,258,200
円）

実施方法や実施回数につ
いて、商工会と協議し改善
していく必要があります。

創業や経営の支援は商工
会と連携し、様々な施策を
実施していますが、就業支
援については何も実施して
ないことが問題です。同和
地区に対する就職促進事
業と共に、女性の就業支援
の必要性や対策を検討して
いくことが今後の課題で
す。

商工会と連携し、女性も参加
しやすい創業塾を開催し、活
躍の推進を図りました。

女性が参加しやすいように時
間帯等を配慮した創業塾を開
催しました。またワンストップ
相談窓口を商工会で実施して
おり、個別に創業者支援を行
いました。

【創業塾受講者】
利用者47名（男性16名、女性
31名）
【創業補助金】
利用者7社（補助額1,212,330
円）
【がんばる中小企業応援補助
金】
利用者9社（補助額1,744,000
円）

実施方法や実施時期、実
施回数について、商工会と
協議し改善していく必要が
あります。

創業や経営の支援は商工
会と連携し、様々な施策を
実施していますが、就業支
援については何も実施して
ないことが問題です。同和
地区に対する就職促進事
業と共に、女性の就業支援
の必要性や対策を検討して
いくことが今後の課題で
す。

産業振興課

30
再就職支援講座
の実施

再就職をするために必要な
知識や技術等を習得するた
めの講座を実施します。

講座の開催回数と受講者
数

男女共同参画推進センター
ルミナス主催事業として、再
就職支援に関する講座・相
談会を開催しました。
開催数：2回

①「働きたい女性応援セミ
ナー“自分探し～自己を見つめ

直して就職GET！”」
開催日：令和5年7月19日
（水）
共催：福岡県 新雇用開発
課
参加者数：6人

②「女性のための再就職セ
ミナー」
開催日：令和6年2月7日
（水）
共催：ハローワーク福岡南
参加者数：8人

再就職支援につながる講
座を、引き続き計画・実施し
ていきます。

太宰府市男女共同参画推
進センタールミナス主催事
業として、再就職支援に関
する講座・相談会を開催し
ました。

●「働きたい女性応援セミ
ナー①」　開催日：令和6年7
月17日（水）
共同主催：福岡県
参加数：11人
●「働きたい女性応援セミ
ナー②」　開催日：令和7年2
月5日（水）
共催：ハローワーク福岡南
参加者数：13人

再就職支援につながる講
座を、引き続き計画・実施し
ていきます。

人権政策課
（ルミナス）
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

ワーク・ライフ・バランスの推進
市職員の職場環境の整備と取組支援

31

次世代育成支援
対策推進法に基
づく特定事業主
行動計画の推進

次世代育成支援対策推進
法に基づく特定事業主行動
計画を適正に進行管理し、
実施状況のフォローアップ
を行います。

特定事業主行動計画に掲
げた具体的な取組内容の
目標を指標とします。

職員1人あたりの年次有給
休暇取得日数
ノー残業デー実施率
育児休業取得率
男性職員の出産補助休
暇、育児参加休暇取得率

育児休業取得予定職員に
対し育児休業制度につい
て、男女とも取得できる制
度である旨説明を行い、啓
発を行いました。
年休取得日数　平均11.8日
ノー残業デー実施　毎週水
曜日
男性職員育児休業取得率
84.6%（11人／13人）
男性職員出産補助休暇等
取得率
76.9%（10人／13人）
育児参加休暇取得率
76.9％（10人／13人）

男女を問わず取得できるよ
うに、制度について積極的
に周知していく必要があり
ます。

育児休業取得予定職員に
対し育児休業制度につい
て、男女とも取得できる制
度である旨説明を行い、啓
発を行いました。
年休取得日数　平均11.8日
ノー残業デー実施　毎週水
曜日
男性職員育児休業取得率
0.0%（0人／1人）
男性職員出産補助休暇等
取得率
100.0%（1人／1人）
育児参加休暇取得率
100.0％（1人／1人）

男女を問わず取得できるよ
うに、制度について積極的
に周知していく必要があり
ます。

総務課

32
両立のための職
場理解と制度の
普及促進

職員が家庭責任を担い、仕
事と両立することへの職場
理解を広め、育児や介護の
ための制度の周知及び取
得促進を図ります。

育児休業・介護休業の制度
についての周知回数
特定事業主行動計画を活
用した周知

全職員に対して、育児や介
護のための制度の周知を
行うとともに、取得促進を図
りました。

男女を問わず取得できるよ
うに、制度について積極的
に周知していく必要があり
ます。

全職員に対して、育児や介
護のための制度の周知を
行うとともに、取得促進を図
りました。

男女を問わず取得できるよ
うに、制度について積極的
に周知していく必要があり
ます。

総務課

ワーク・ライフ・バランスの理解促進

男女共同参画推進センター
ルミナス主催講座として、男
女共同参画セミナーを開催
しました。
開催数：1回

「ワーク・ライフ・バランス
人生ワクワクは好奇心！～
描く力とコミュニケーション力と

小さな一歩～」
開催日：令和5年6月24日
（土）
講師：白石明子さん(ﾋｭｰﾏﾝ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所代表)
参加者数：28人

今後もワーク・ライフ・バラン
スに関する啓発活動を実施
します。

人権政策課
（ルミナス）

施策の方向6
施策1

施策2
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

市民向けにワーク・ライフ・
バランスに関する講座を開
催します。また、事業所に
対し理解促進を図ります。

講座の開催回数と受講者
数を成果指標とします。

ワーク・ライフ・バランスの理解
を深めるために福岡県が開催
するセミナー等や市民講演会
への参加を商工会を通じて呼
びかけました。

【よかばい・かえるばい企業大
賞候補者募集】
県全体の働き方改革に向けた
更なる機運醸成を目的に、特
に優れた取組を行っている企
業を「よかばい・かえるばい企
業大賞」として表彰し、その事
例を広く県民・企業に発信。
提供回数：1回

【雇用関係助成金説明会】
最低賃金引上げ見込みにあた
り、福岡県と福岡労働局では、
生産性を向上させ、「事業場内
で最も低い賃金」の引上げを
図る中小企業・小規模事業者
を支援する業務改善助成金を
含め、雇用関係助成金に関す
る説明会を開催。
開催案内：1回

セミナーについては、福岡
県の取組への参加募集の
情報提供となっています。
ワーク・ライフ・バランスの
理解促進を図るための実践
的な取り組みについて、独
自のセミナーの開催など、
必要性や対策を検討してい
くことが今後の課題です。

ワーク・ライフ・バランスの理解
を深めるために福岡県が開催
するセミナー等や市民講演会
への参加を商工会を通じて呼
びかけました。

【よかばい・かえるばい企業大
賞候補者募集】
県全体の働き方改革に向けた
更なる機運醸成を目的に、特
に優れた取組を行っている企
業を「よかばい・かえるばい企
業大賞」として表彰し、その事
例を広く県民・企業に発信。
提供回数：1回

【雇用関係助成金説明会】
最低賃金引上げ見込みにあた
り、福岡県と福岡労働局では、
生産性を向上させ、「事業場内
で最も低い賃金」の引上げを
図る中小企業・小規模事業者
を支援する業務改善助成金を
含め、雇用関係助成金に関す
る説明会を開催。
開催案内：1回

セミナーについては、福岡
県の取組への参加募集の
情報提供となっています。
ワーク・ライフ・バランスの
理解促進を図るための実践
的な取り組みについて、独
自のセミナーの開催など、
必要性や対策を検討してい
くことが今後の課題です。

産業振興課

33

ワーク・ライフ・バ
ランスに関する
啓発
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

仕事と生活の両立を可能にする子育て・介護への支援
ひとり親家庭への支援

34
ひとり親家庭へ
の経済的支援

児童扶養手当、母子父子
家庭自立支援教育訓練給
付金、母子家庭高等職業
訓練促進給付金及び父子
家庭高等職業訓練促進給
付金や母子父子寡婦福祉
資金貸付等制度の周知を
図り、支給、給付、貸付によ
りひとり親家庭の経済的支
援及び自立支援を行いま
す。

国の施策に対応して各事業
を実施します。
各事業の受給者数、受給
件数。

ひとり親家庭医療と児童扶
養手当は担当課で連携し、
対応しています。

各事業の受給者数（令和6
年3月31日現在）
◇児童扶養手当　資格者
586人、受給者504人
◇母子父子家庭自立支援
教育訓練給付金　受給者2
人
◇母子父子家庭高等職業
訓練促進給付金　受給者6
人
◇ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援
事業　受給者0人
◇母子父子寡婦福祉資金
等貸付制度借受者（令和5
年度新規）0人
◇公正証書等作成支援事
業受給者4人
◇養育費保証契約締結支
援事業受給者0人

各事業の制度内容をより多
くの人に周知し、ひとり親家
庭の支援を実施していきま
す。
令和５年度から実施してい
る、養育費に関わる支援に
ついても、窓口での案内等
さらなる周知を図ります。

ひとり親家庭医療と児童扶
養手当は担当課で連携し、
対応しています。

各事業の受給者数（令和7
年3月31日現在）
◇児童扶養手当　資格者
608人、受給者537人
◇母子父子家庭自立支援
教育訓練給付金　受給者3
人
◇母子父子家庭高等職業
訓練促進給付金　受給者
13人
◇ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援
事業　受給者0人
◇母子父子寡婦福祉資金
等貸付制度借受者（令和6
年度新規）0人
◇公正証書等作成支援事
業受給者9人
◇養育費保証契約締結支
援事業受給者1人

各事業が認知され、制度を
利用した人が昨年度に比べ
増加しました。

各事業の制度内容をより多
くの人に周知し、ひとり親家
庭の支援を実施していきま
す。
各事業、利用者が増加して
いることから、今後も窓口、
ＨＰ等で更なる周知を図り
ます。

保育児童課

35
ひとり親家庭等
医療費の助成

ひとり親家庭等の医療費を
助成することにより、心身の
健康の向上に寄与し、福祉
の増進を図ります。

広報及びホームページや保
育児童課と連携し、制度の
周知徹底を図ります。

平均対象者数

児童扶養手当担当の保育
児童課と連携し、申請時の
必要書類の共有や申請漏
れがないよう新規対象者リ
スト等の共有に努めまし
た。

令和5年度対象者数（平均）
1,223人

引き続き他部署との連携に
より、当該助成制度を受け
ることが可能な方の申請漏
れがないよう努めるととも
に、制度の周知徹底を図る
必要があります。

児童扶養手当担当の保育
児童課と連携し、申請時の
必要書類の共有や申請漏
れがないよう新規対象者リ
スト等の共有に努めまし
た。

令和6年度対象者数（年度
末）1,000人

引き続き他部署との連携に
より、当該助成制度を受け
ることが可能な方の申請漏
れがないよう努めるととも
に、制度の周知徹底を図る
必要があります。

国保年金課

施策1
施策の方向7
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

子育てへの支援

36
子どもの医療費
の助成

子どもの医療費助成によ
り、子どもの健やかな成長
と保護者の医療費負担を軽
減します。

広報及びホームページ等で
制度の周知徹底を図りま
す。

受給者数（平均）

出生者の申請状況を確認
し、未申請者に対し勧奨を
行い、医療証の未所持者が
いないよう努めました。

令和5年度受給者数（平均）
県費：9,059人
市費：606人
合計：9,665人

申請が行われていない出
生者には勧奨を行うことが
できるが、その他の未申請
対象者の把握が困難です。
子ども医療の対象者拡大
が行われるため、効率の良
い対象者の把握と広報等
の周知方法を検討する必
要があります。

出生者の申請状況を確認
し、未申請者に対し勧奨を
行い、医療証の未所持者が
いないよう努めました。

令和6年度受給者数（年度
末）
県費：9,619人
市費：2,966人
合計：12,585人

申請が行われていない出
生者には勧奨を行うことが
できるが、その他の未申請
対象者の把握が困難です。
子ども医療の対象者拡大を
行ったため、重度障がい者
医療やひとり親家庭等医療
との使い分けの周知と広報
等の周知方法を検討する
必要があります。

国保年金課

37
児童手当の支給
及び周知

児童手当制度の普及を図
り、児童の養育を支援しま
す。

広報およびホームページに
より、制度の周知徹底を図
ります。
児童手当制度の周知回数

広報紙、市ホームページ等
で児童手当制度の周知を
図っています。

児童手当受給者数4,857人
　（2月定時支払実績）

制度の周知を図り、現況届
が必要な者に対しては文
書、電話等により提出を促
しました。

令和６年度は法改正に伴
う、広報紙、市ホームペー
ジ等で児童手当制度の周
知を図りました。
また、必要に応じて文書に
よる通知も実施し、申請を
促しました。

児童手当受給者数6,240人
　（2月定時支払実績）

今後も制度の周知を図り、
必要な情報を適宜提供して
いきます。

保育児童課

施策2

28



実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

38
親と子の心の健
康づくり対策の
推進

育児不安等の問題に早期
に対応するため、総合的な
親と子の心の健康づくり対
策を推進します。

赤ちゃん訪問実施世帯数
及び訪問実施率

「こんにちは赤ちゃん訪問」
は、産後おおむね4か月ま
でに家庭訪問し、育児につ
いての相談や情報提供を
行います。
「母子モ」アプリによる事前
アンケートの入力ができる
ようになり、産後の母子の
様子や早めの訪問希望者
が把握できるようになった。
◇こんにちは赤ちゃん訪問
実施世帯数　485世帯（対
象487世帯）
訪問実施率　99.5％
◇電話相談
母子保健係 487件
子育て応援係  62件

母子健康手帳の交付時に
対象者を把握し、必要に応
じて妊娠期からの早期介入
等を行っていますが、妊産
婦やこどものいる家庭が抱
える問題が多様化してきて
おり、児童虐待をはじめと
する社会的な問題にも対応
が求められています。

「こんにちは赤ちゃん訪問」
は、産後おおむね4か月ま
でに家庭訪問し、育児につ
いての相談や情報提供を
行いました。
引き続き「母子モ」アプリに
よる事前アンケートを活用
し、産後の不安や困りごと、
支援の乏しさがある方や早
めの訪問希望者を把握し、
より早めに必要な介入がで
きるようになった。

◇こんにちは赤ちゃん訪問
実施世帯数　424世帯（対
象426世帯）
訪問実施率　99.5％

育児不安等の問題に早期
に対応するため、赤ちゃん
訪問事業では全数関われ
ることを強みに、困りごとや
育児への不安を抱える家庭
をピックアップし、その後の
介入を行っています。
引き続き、妊産婦やこども
のいる家庭が抱える問題は
多様化し親と子の心の健康
づくりの背景にある課題は
複雑化しています。そのよう
な状況に対応するため、子
育て支援課内でも係での連
携を通し、多角的に課題を
とらえ支援を提供していま
す。今後も、連携しながら家
庭への支援を行うこと、また
庁内連携や必要な専門機
関（医療機関・相談機関な
ど）との連携を通して、対応
に努めていきたいと考えま
す。

子育て支援課

39
保育所入所待機
児童の解消

認可保育所の定員拡大等
により入所希望児童の待機
解消に努めます。

太宰府市子ども・子育て支
援事業計画の目標値に対
する評価。各サービスの利
用者数。

新設認可保育園の開園
定員120名（令和5年4月1日
開園）

待機児童数調査による待
機児童数0名（令和5年4月1
日現在）

育休退園制度の撤廃

新設認可保育園の開園等
により待機児童数0名を達
成。
今後も引き続き、認可保育
園の改築に合わせ定員増
を図るなど待機児童0への
取組を進めます。

待機児童数調査による待
機児童数0名（令和6年4月1
日現在）

既設保育園の令和7年度定
員増（30名）に向けた増改
築完了

待機児童数0名を達成。
今後も引き続き、保育士確
保策に取り組むなど保育の
受け皿の増に努め、待機児
童0への取組を進めます。

保育児童課
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

40
保育サービスの
充実

低年齢児、障がい児、病児
等保育、延長保育、一時保
育等、多様なニーズに応じ
た保育サービスの充実を図
ります。また、幼稚園との連
携により預かり保育を促進
します。

太宰府市子ども・子育て支
援事業計画の目標値に対
する評価。各サービスの利
用者数。

市内認可保育園4園で実施
しています。また、障がい児
の受け入れの際は、事前に
面接を行い、保護者の不安
が解消するよう努めていま
す。

（一時保育）
・1日利用者数　1,887人
・半日利用者数　531人
（病児保育）
・利用者数　556人
（延長保育）
・利用者数　延べ27,239人
（預かり保育）
・利用者数　261人

引き続き、ニーズに応じた
サービスの充実に努めま
す。

市内認可保育園4園で実施
しました。また、障がい児の
受け入れの際は、事前に面
接を行い、保護者の不安が
解消するよう努めました。

（一時保育）
・1日利用者数　1,313人
・半日利用者数　331人
（病児保育）
・利用者数　475人
（延長保育）
・利用者数　延べ33,199人
（預かり保育）
・利用者数　252人

引き続き、ニーズに応じた
サービスの充実に努めま
す。

保育児童課
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

42
子ども家庭支援
拠点の開設

子どもを取り巻く福祉の向
上を図ることを目的に、子ど
もとその家庭及び妊産婦に
関する支援を一体的に担う
ための機能を有する。特に
要支援児童及び要保護児
童並びに特定妊婦の支援
強化を図ります。

① 子どもの家庭支援全般
に係る業務
② 要支援児童及び要保護
児童等並びに特定妊婦等
への支援業務
③ 関係機関との連携、調
整
④ その他必要な支援

家庭環境に課題がある児
童・保護者の相談を受け付
け、関係機関と連携し、相
談業務を実施した。

妊娠期から１８歳未満の子
どもとその家庭において
様々な悩みや子育てに関
する相談や支援を行いま
す。また必要な関係機関に
つなぎ適切な支援を行って
いきます。

家庭環境に課題がある児
童・保護者の相談を受け付
け、関係機関と連携し、相
談業務を実施した。

妊娠期から１８歳未満の子
どもとその家庭において
様々な悩みや子育てに関
する相談や支援を行いま
す。また必要な関係機関に
つなぎ適切な支援を行って
いきます。

子育て支援課

子育て支援課

子育て世代包括
支援センター事
業の充実

子育てに関する相談を受け
るとともに、つどいの広場・
子育てサロン・出前保育・
子育て講座を開催し、親子
が交流しながら楽しく過ご
せる場所を提供します。ま
た、子育てに関する情報提
供を行い、子育てサークル
や地域子育て支援センター
とも連携を図ります。

各サービスの利用者数。

◇はじめて広場（第１火・第3木曜
日）大人173　人　子ども160人
◇のびのび広場0歳（第1月・第3
木・第4金曜）
・利用者数　大人402人 子ども
403人
◇のびのび広場1歳（第1水・第2
金・第3火曜日）
・利用者数　大人344人 子ども
367人
◇わくわく広場2～5歳（第1木・第
4火曜日）
・利用者数　大人202人 子ども
291人
◇らんらん広場（多胎児広場・第2
火曜日）
・利用者数　大人27人 子ども51
人
◇出前保育（10か所実施）
・利用者数　大人727人 子ども
799人
◇親子であそぼう会（年4回実施）
・利用者数　大人　139人 子ども
126人
◇戸外であそぼう（年3回実施、
内1回雨天により中止）
・利用者数　大人　34人 子ども38
人
◇にこにこ講座（年5回実施）
・利用者数　大人22人 子ども25
人
◇べビースキンシップ講座
・（内　パパ・ママ３回）
・利用者数　大人78人 子ども68
人
◇おやつ作り講座
・大人14人　子ども16人
◇パパとあそぼう会
・利用者　大人51人　子ども53人
◇リフレッシュのための一時預か
り保育（NPO法人ぽぴんずとの協
働事業、市内5か所で月5回実施）
・利用者数　135（組）
■ホームページや「子育て支援セ
ンターだより」「子育てカレンダー」
「広報にこにこ通信」等で子育て
の情報を発信しました。

出前保育は、各場所によっ
て参加人数のバラつきがあ
りますが、たくさんの方に来
ていただき利用者同士の交
流の場になっています。今
後は、新規の方にもっと利
用していただけるように更
にアピールしていけたらと
思います。他の事業におい
ても、参加する事で子育て
の悩み等を参加者同士で
話したり、センターの職員に
話す事で「気持ちが楽に
なった」と言って帰られる方
もいます。今後もこどもとの
関わり方を講座や広場など
で伝えながら、子育て支援
の充実を図っていきたいと
思います。また、利用者の
悩みや相談を傾聴する事
で、少しでも子育てに前向
きな気持ちをもってもらえる
ようにしていけたらと思いま
す。

41

◇はじめて広場（第１火・第3木曜
日）大人126　人　子ども108人
◇のびのび広場0歳（第1月・第3
木・第4金曜）
・利用者数　大人291人 子ども
295人
◇のびのび広場1歳（第1水・第2
金・第3火曜日）
・利用者数　大人226人 子ども
235人
◇わくわく広場2～5歳（第1木・第
4火曜日）
・利用者数　大人155人 子ども
195人
◇らんらん広場（多胎児広場・第2
火曜日）
・利用者数　大人27人 子ども51
人
◇出前保育（10か所実施）
・利用者数　大人550人 子ども
590人
◇親子であそぼう会（年4回実施）
・利用者数　大人　79人 子ども67
人
◇戸外であそぼう（年3回実施）
・利用者数　大人　28人 子ども
30人
◇にこにこ講座（年5回実施）
・利用者数　大人44人 子ども　47
人
◇べビースキンシップ講座
・利用者数　大人　35人 子ども
32人
◇おやつ作り講座
・大人8人　子ども8人
◇パパとあそぼう会
・利用者　大人　33人　子ども　33
人
◇リフレッシュのための一時預か
り保育（NPO法人ぽぴんずとの協
働事業、市内5か所で月5回実施）
・利用者数　　157（組）
■ホームページや「子育て支援セ
ンターだより」「子育てカレンダー」
「広報にこにこ通信」等で子育て
の情報を発信しました。

各広場や事業の参加者人
数の制限を行ったことで感
じた少人数の良さを考慮
し、人数制限を解除するの
ではなく回数を増やして行
うようにしました。子育てに
不安を抱える保護者の方の
傾聴を行い、子育て支援の
充実を図ってきました。はじ
めて広場は、赤ちゃん訪問
で周知することにより利用
者が増えています。その他
の広場もリピートされる方
が多く利用者同士の交流が
活発に行われています。利
用者から「子どもと二人きり
でいると孤独感を感じる時
があるけど、参加しておしゃ
べりしてとても楽しかった。
また来ます」との感想を伺う
ことが多い。今後も利用者
と子育ての悩みを共有し、
子育て支援の方法を考え
事業の充実を図りたいと思
います。
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令和６年度実績（参考）令和５年度実績

43
放課後児童健全
育成事業

学童保育所の指導員の育
成に努めるとともに保護者
のニーズに応じた体制を検
討します。

保護者のニーズにより細や
かに対応できる運営を目指
します。

利用希望増加に対応するた
め、長期休業期間において
は、学童保育所を増設しまし
た。
また、指定管理者制度により、
保護者のニーズにより細やか
に対応できる運営を行ってい
ます。
　
　通年入所児童数　848人
　長期休み入所児童数　196
人
　（令和5年4月1日現在）

新年度入所受付期間中の
申請児童分については、全
員入所できるよう調整し、働
く保護者が安心して預けら
れるよう対応しています。
今後も利用者の増加や、配
慮を必要とする入所児童が
増えていくことが予想される
ため、引き続き指導員の質
の向上に努めていきます。

利用希望増加に対応するた
め、長期休業期間において
は、学童保育所を増設しまし
た。
また、指定管理者制度により、
保護者のニーズにより細やか
に対応できる運営を行ってい
ます。
　
　通年入所児童数　887人
　長期休み入所児童数　189
人
　（令和6年4月1日現在）

児童の増加、学校教室の
返還などに伴い、学童保育
所の増設を行い、働く保護
者が安心して児童を預けら
れるよう対応していきます。
また、７年度からは指定管
理業者の変更に伴い、運営
方法の変更もあることから、
業者への指導監督を行い
ながら、引き続き指導員の
質の向上に努めていきま
す。

保育児童課

〇観光推進課
令和５年度の主催事業なし

○元気づくり課
・夏休み親子クッキング教
室
　1回　利用3人

〇観光推進課
事業実施の際は幼児を連
れた人も安心して参加でき
るよう、託児の実施を心掛
ける。

〇元気づくり課
公共事業等を行う際は安心
して活動に参加できるよう、
今後も託児の実施を継続し
ていきます。

○元気づくり課
・ヘルシーおやつ教室
　1回　利用1人
・夏休み親子クッキング教
室
　1回　利用７人
・おもてなし料理教室
　1回　利用3人
・冬野菜料理教室
　1回　利用2人

〇元気づくり課
公共事業等を行う際は安心
して活動に参加できるよう、
今後も託児の実施を継続し
ていきます。

関係課

・家庭教育学級　３３回（利
用者０人）
・人権講座「ひまわり」　７回
のうち１回

社会教育課が主催する事
業等を行う際は、参加者が
安心して活動に参加できる
よう、今後も託児の実施を
継続していきます。

・家庭教育学級３６回（利用
者１　人）
・人権講座「ひまわり」　７回
のうち１回

社会教育課が主催する事
業等を行う際は、参加者が
安心して活動に参加できる
よう、今後も託児の実施を
継続していきます。

社会教育課

・スポーツ課事業での託児
の実施なし

公共事業等を行う際は安心
して活動に参加できるよう、
託児の実施について、検討
する必要があります。

・スポーツ課事業での託児
の実施なし

公共事業等を行う際は安心
して活動に参加できるよう、
託児の実施について、検討
する必要があります。

スポーツ課

集団託児
・マタニティクラス　2回　利
用6人
・パパママクラス　2回　利
用3人
・離乳食教室　11回　利用
46人
・母乳相談　12回　利用77
人

公共事業等を行う際は安心
して活動に参加できるよう、
今後も託児の実施を継続し
ていきます。

集団託児
・マタニティクラス　利用なし
・パパママクラス　6回　利
用7人
・パパママクッキング　3回
利用4人
・離乳食教室　12回　利用
52人
・母乳相談　12回　利用69
人

事業を行う際は、乳幼児を
連れた人も安心して参加で
きるよう、引き続き託児の
実施を継続していきます。

子育て支援課

公的事業や学習会等を行う
際、幼児を連れた人も安心
して参加できるよう、託児の
実施を働きかけます。

各事業における託児設定
回数

公的事業及び学
習機会における
託児の充実

44
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45
ファミリー・サ
ポート・センター
事業の実施

地域で子育てをサポートす
る子育て支援ボランティア
を育成し、既存のボランティ
アグループのスキルアップ
を図ります。

各サービスの利用者数及
び利用件数

ファミリー・サポート、緊急
サポート（病児・緊急預か
り）の実施
◇ファミリー・サポート
・おねがい会員　622　人
・おたすけ会員　70人
・どっちも会員　48人
・利用件数　　241件

◇緊急サポート
・おねがい会員　612人
・おたすけ会員  49人
・どっちも会員 　　33人
・利用件数　222件

おねがい会員の人数に対し
ておたすけ会員の人数が
少ないことが課題です。関
係各機関（学童保育所、幼
稚園、保育所・保育園、プラ
ム・カルコア太宰府、市民
図書館、小児科や産婦人
科等）に対し会員募集の案
内チラシを配布し、各自治
会に対してもPRを行ってい
きます。新型コロナウイル
ス感染症が5類になったこと
から、少なくなっていた援助
活動数が感染症流以前に
戻りつつあります。令和6年
度に関しても広報活動等充
実し、委託事業者と共に会
員・利用者の増を図ってい
きます。

ファミリー・サポート、緊急
サポート（病児・緊急預か
り）の実施
◇ファミリー・サポート
・おねがい会員635人
・おたすけ会員73 人
・どっちも会員49人
・利用件数　684件
 ◇緊急サポート
・おねがい会員630人
・おたすけ会員52人
・どっちも会員 34人
・利用件数　363件

おねがい会員は増えていま
すが、おねがい会員に対し
ておたすけ会員があまり増
えないことが課題です。感
染症が落ち着き依頼件数
が増えているので、おたす
け会員の援助件数が増加
しています。委託先のNPO
法人が関係各機関（学童保
育所、幼稚園、保育所・保
育園、プラム・カルコア太宰
府、市民図書館、小児科や
産婦人科等）に対して会員
募集チラシの配布を行って
おりますが、今後も会員募
集のPRを継続します。ま
た、市の広報誌やＨＰでの
お知らせを行い会員増を図
ります。

子育て支援課

46
家庭教育学級の
充実

親としてのあり方や家庭の
役割、子どもとの接し方な
ど、その他幅広い分野につ
いての学習機会を提供しま
す。

家庭教育学級開催回数
学級生数

毎月第1、3金曜日夜間や、
夏祭り等各種イベント時に
街頭補導や市内の巡回パ
トロールを行っています。ま
た、市内7カ所の白いポスト
（有害図書回収ポスト）の作
業を月1回実施しています。
実績：有害図書123冊
　ＤＶＤ・ビデオ等106本

また、子育て支援センター
と共催の「にこにこ講座」に
おいて、子どもとメディアと
いう演題で学習しました。
開催日：8月29日（火）
講師：NPO法人子どもとメ
ディア
　事務局長　黒田　可奈子

引き続き、補導連絡協議会
などと連携しながら、各活
動の推進を行います。

・家庭教育学級３６回
・学級生数８３人

引き続き、家庭教育学級の
参加者を増やすために、幅
広い分野の学習機会を提
供します。

社会教育課
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

介護への支援

〇高齢者支援課
・包括支援センター周知を
様々な団体へ出前講座や
活動時に実施。 （地域福祉
委員、老人会、地域住民、
校区民生委員、自治会長な
ど）
また、広報７号にて包括支
援センター紹介ページを設
け、周知を行った。
出前講座　5件

〇高齢者支援課
行政出前講座だけでなく、
事業所周りや自治会周り、
他部署の教室にて周知時
間をもらうなど、工夫しなが
ら周知活動を行った。
周知活動を通して包括の周
知のみならず、支援者とは
連携強化へつながった
必要な時に相談する機関と
しての認識を多くの市民に
持ってもらうよう、個人・家
族をはじめ様々な機関や地
域の高齢者支援組織への
周知を図っていく必要があ
る。

・包括支援センター周知を
様々な団体へ出前講座や
活動時に実施。 （老人会、
地域住民、校区民生委員、
自治会長、事業所など）
・広報５月号にて包括支援
センター紹介ページを設
け、周知を実施。
出前講座　７件

必要な時に相談する機関と
しての認識を多くの市民に
持ってもらうよう、個人・家
族をはじめ様々な機関や地
域の高齢者支援組織への
周知を図っていく必要があ
る。

高齢者支援課

○介護保険課
介護保険制度の出前講座
5件
民生委員児童委員・福祉委
員とのワークショップ　1回

○介護保険課
地域等の要望に応じて介護
保険制度の周知を図ってい
く必要があります。

○介護保険課
介護保険制度の出前講座
3件

○介護保険課
地域等の要望に応じて介護
保険制度の周知を図ってい
く必要があります。

介護保険課

介護保険制度等の出前講
座の実施や、介護に関する
相談体制を充実すること
で、仕事と家庭の両立を支
援します。

育児、介護休業制度の周
知と介護に関する各種制
度・サービス活用の周知を
図れるよう相談員の技能向
上を目指す。

出前講座の実施件数

47
介護保険制度等
の周知と相談体
制の充実

施策3
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

48
介護保険サービ
スの充実

高齢者が介護を要する状
態になっても、人としての尊
厳を保ち生活できるよう介
護保険サービスの充実に
努めます。

事業所へ各種研修会の情
報提供を行い、また実地指
導、集団指導、ケアプラン
チェックを実施し、事業所の
資質向上を図ります。

サービスの適正な提供のた
め、指定更新に合わせた実
地指導（居宅介護支援事業
所・地域密着型サービス事
業所）及びケアプランチェッ
ク（市内居宅介護事業所・
小規模多機能型居宅介護
支援事業所・認知症対応型
共同生活介護・特定施設入
居者生活介護対象）を実施
しました。
ケアマネ情報交換会の中
で、「介護保険手続きおよ
び令和4年度運営指導の指
摘事項について」及び「数
的評価と質的評価からみた
太宰府市のケアマネジメン
トの現状」についての研修
を開催しました。

運営指導　事業者数 13件
ケアプランチェック 50件
ケアマネ情報交換会　2件
（介護保険課担当分）

指定更新時以外での実地
指導を実施します。事業所
の資質向上のための研修
を継続していく必要があり
ます。

サービスの適正な提供のた
め、指定更新に合わせた実
地指導（居宅介護支援事業
所・地域密着型サービス事
業所）及びケアプランチェッ
ク（市内居宅介護事業所・
小規模多機能型居宅介護
支援事業所・認知症対応型
共同生活介護・特定施設入
居者生活介護対象）を実施
しました。
ケアマネ情報交換会の中
で、「介護給付等費用適正
化事業」・「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」・「令
和6年度介護保険法改正」・
「ケアプラン点検の総評」に
ついての研修を開催しまし
た。

運営指導　事業者数  13 件
ケアプランチェック    50件
ケアマネ情報交換会　2件
（介護保険課担当分）

指定更新時以外での実地
指導を実施します。事業所
の資質向上のための研修
を継続していく必要があり
ます。

介護保険課

49
介護予防・生活
支援施策の充実

介護予防や生活支援の担
い手において、男女の固定
的性別役割にとらわれず、
各人の個性と能力に応じて
参画できるよう福祉施策の
充実を図ります。

介護予防サポーターや生
活支援の担い手に男女が
ともに活躍する視点を啓発
します。

高齢者のための介護予防
教室や健康相談会、地域
出前講座などを実施し、介
護予防や健康活動につい
ての啓発や関心の向上に
努めました。R5年度はコロ
ナも落ち着いてきたため、6
月からほぼすべての教室
開始しました。
また、介護予防サポーター
にも教室運営を協力してい
ただき、実施した。介護予
防サポーターは男女いる
が、協力し合いながら実施
できた。

昨年同様、男性も女性も参
加しやすいよう、また運営
側も男女ともに参画しやす
いよう教室を実施した。

高齢者のための介護予防
教室や健康相談会、地域
出前講座などを実施し、介
護予防や健康活動につい
ての啓発や関心の向上に
努めました。
また、介護予防サポーター
にも教室運営を協力してい
ただき、実施した。介護予
防サポーターは男女いる
が、協力し合いながら実施
できた。

昨年同様、男性も女性も参
加しやすいよう、また運営
側も男女ともに参画しやす
いよう教室を実施した。

高齢者支援課
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

地域・防災分野への男女共同参画の推進
地域活動における男女共同参画の推進

１校区の自治協議会役員
会で10分プレゼンを行いま
した。

テーマ：男女共同参画と防
災

自治会役員以外に広げるこ
とも検討します。

１校区の自治協議会役員
会で10分プレゼンを行いま
した。

テーマ：男女共同参画と防
災

自治会役員以外に広げるこ
とも検討します。

人権政策課

2校区の自治協議会役員会
において、人権政策課から
の人権問題に関する10分
プレゼンテーションを実施し
ました。
プレゼン回数：2回

人権問題に関する10分プレ
ゼンテーションを実施しまし
たが、これをどう役員・地域
住民に対して広げ、次のス
テップにつなげていくのか、
人権政策課と協議のうえ検
討していく必要があります。

2校区の自治協議会役員会
において、人権政策課から
の人権問題に関する10分
プレゼンテーションを実施
し、自治会長をはじめ、地
域の役員の皆様に啓発を
行いました。特に、南小校
区については、「男女共同
参画の視点からの地域の
防災・災害対応」というテー
マを設定し、防犯防災部会
の皆さんにも参加してもら
い、啓発を図りました。（プ
レゼン回数：2回）
また、男女共同参画市民
フォーラム(11/30)、ルミナ
ス感謝Weeks(3/2)への参
加の呼びかけを各校区自
治協議会で行いました。

前年度の課題を踏まえ、自
治会長のみではなく、自治
会の役員にも対象を広げ、
実施しました。次のステップ
として、どう地域住民に対し
て広げていくのか、人権政
策課と協議のうえ検討して
いく必要があります。
また、プレゼンの実施回数
を増やしていけるよう、自治
会と協議していく必要があ
ります。

地域コミュニティ
課

51
地域における女
性人材の育成

男女が共に男女共同参画
の必要性を理解する取組を
推進し、地域で活躍する女
性人材を育成します。

交流会型事業の開催

県主催の人材育成講座へ
の参加者数

ルミナス感謝Ｗｅｅｋｓの中
で、登録団体による交流型
イベントと、ルミナス主催事
業による講演会を開催しま
した。

イベント名：「おしゃべりカ
フェ」開催日：令和6年3月2
日（土）登録団体：男女共同
参画を進める市民ネット
ワーク太宰府
参加者数：12人

講演会：「～多様な視点から

～防災を考えよう!!」
講師：つるさきかよさん（防
災士・ﾗｲﾌｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･社会
福祉士））
開催日：令和6年3月3日
（日）
参加者：38人

男女共同参画を学び合う場
として、参加しやすい内容
や周知を検討していきま
す。

ルミナス感謝Ｗｅｅｋｓの中
で、ルミナス主催事業によ
る講演会と、登録団体によ
る交流型イベントを開催し
ました。

●講演会「心と体の「トリセ
ツ」～知っておきたい、男女と

もにある更年期～」　開催日：
令和6年3月2日（日）　講
師：豊田晴子さん(助産師／産
前産後サポートセンター心ゆるり

代表）

参加数：43人
●イベント名：「おしゃべりカ
フェ」　開催日：令和7年3月
16日（土）
登録団体：男女共同参画を
進める市民ネットワーク太
宰府
参加数：13人

男女共同参画を学び合う場
として、参加しやすい内容
や周知を検討していきま
す。

人権政策課
（ルミナス）

地域における男女共同参
画の必要性を伝え、男女平
等の意識づくりを行うため
に、自治会役員等を対象に
女性問題を含むあらゆる人
権問題研修会や講演会等
への参加を積極的に呼び
かけます。また、地域活動
における性別役割分担意
識の解消に向けて啓発を
行います。

市自治協議会役員会、校
区自治協議会役員会での
プレゼンテーション回数

自治会への男女
共同参画の理解
促進

施策の方向8
施策1
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

52
協働のまちづくり
の推進

男女共同参画の視点に
立った協働のまちづくりの
推進を図ります。

地域のコミュニティ組織を充
実させていくなかで、男女
共同参画や人権の視点が
備わった組織運営や地域
活動が行われるために、女
性が参加しやすい環境づく
りを促します。

「各校区自治協議会役員の
女性の割合」

2校区の自治協議会役員会
において、人権政策課から
の人権問題に関する10分
プレゼンテーションを実施し
ましたが、人権に関する部
会は設立には至っていませ
ん。

地域リーダーの育成等を含
め、自治会と連携していく必
要があります。

女性が多い校区の役員会
や部会においては、役員で
協議の上、開催時間を夜で
はなく日中にするなど、女
性が参加しやすい時間帯で
調整をしている。
女性役員の割合：16.7％

自治会活動に女性がより参
加しやすくなるよう、男女共
同参画の視点を持った講座
等の情報提供や、行事を実
施する際に託児の検討を促
すなど、よりよい環境づくり
のため自治会と連携してい
く必要があります。

地域コミュニティ
課

53
ボランティアに関
する支援と育成

ボランティア支援センターを
とおして、ボランティア活動
を行う人及び団体を支援す
るとともに、男女共同参画
の視点を取り入れた育成を
行います。

ボランティア活動に男女共
同参画の視点で参加者の
拡大を図り、リーダーとなる
人材の育成をしていきま
す。

ボランティアリーダー育成講
座の開催回数

ボランティア支援センターが
企画した、団体設立相談会
や月1回の座談会、外部講
師を招いての講座などを実
施しました。開催にあたって
は、参加者に要件を設け
ず、女性や高齢者、障がい
者も参加しやすいよう配慮
して実施しました。

個人ボランティアや団体へ
の相談支援体制を充実させ
るとともに、男女共同参画
の視点を取り入れた講座を
実施していきます。

政庁まつりの市民ボラン
ティアをボランティア支援セ
ンター、キャンパスネット
ワークを通して募り、男女
関係なく95名の参加をいた
だきました。また、ボランティ
アの基礎知識や心構えに
ついて学ぶ「ボランティア講
座」や、団体の立ち上げを
目指す方のための「団体設
立相談会」を実施し、男女
問わずボランティア活動の
リーダーとなる人材の育
成、発掘に努めました。
講座開催回数：6回

個人ボランティアや団体へ
の相談支援体制を充実させ
るべく、講座の土曜日開催
などを行い、男女問わず参
加しやすい環境を整える必
要があります。
また、防災講座や座談会等
の中でも、男女共同参画の
視点を取り入れた内容を実
施していきます。

地域コミュニティ
課

防災分野における男女共同参画の推進

54
防災組織等への
女性の参画促進

防災・災害復旧体制におい
て男女のニーズの違いを反
映するとともに、女性の関
わりを積極的に働きかけて
いきます。

各自主防災組織等への助
言を行っていきます。

防災講座の開催回数
防災会議等の女性委員の
割合

・自主防災組織の設置や運
営に際して、積極的な参加
を求めました。
・出前講座においても、女
性の参画の重要性を伝える
ことを意識し、講座を実施し
ました。

防災講座開催回数　30回

学生や子育て世代等の若
い世代への啓発を行う必要
があります。

・自主防災組織の設置や運
営に際して、積極的な参加
を求めました。
・出前講座においても、女
性の参画の重要性を伝える
ことを意識し、講座を実施し
ました。

防災講座開催回数　32回

引き続き、学生や子育て世
代等の若い世代への啓発
を行っていきます。

防災安全課

施策2
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実施内容 課題 実施内容 課題
担当課

事業
番号

事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

令和６年度実績（参考）令和５年度実績

55
女性消防団員の
任用

女性消防団員を積極的に
任用します。

女性消防団員数

救急救命講習会の指導や
火災予防運動時において
広報を行いました。また令
和６年太宰府市・筑紫野市
合同出初式において初めて
女性消防団員が司会を行
いました。

消防団員 220人中 女性団
員11人
（令和6年3月31日現在）

引き続き、女性消防団員の
加入促進を図っていきま
す。

太宰府市・筑紫野市合同総
合防災訓練や消防出初式
において、男女合同による
消防演習を企画しました。
令和６年度新規採用職員に
向け、現役の女性消防団を
お招きし、女性消防団員の
普及を行った。

引き続き、女性消防団員の
加入促進を図っていきま
す。

防災安全課

56
男女共同参画の
視点を取り入れ
た防災計画

地域防災計画等の施策に
男女共同参画の視点を取り
入れ、防災現場への女性
の参画や地域防災を担う女
性の活躍を図ります。

防災会議等の女性委員の
割合

防災会議において、女性委
員は32名中6名。割合は
18.8％になっています。

引き続き、女性委員の加入
促進を図っていきます。

防災会議において、女性委
員は32名中6名。割合は
18.8％になっています。

引き続き、女性委員の加入
促進を図っていきます。

防災安全課
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だれもが安心して暮らせる社会の実現

実施内容 課題 実施内容 課題

配偶者等からの暴力の根絶

配偶者等からの暴力防止のための意識啓発の推進

「女性に対する暴力をなくす
運動」として、11月1日～30
日までパネル展の実施や、
市広報誌・ホームページ等
で、DV防止の啓発記事を
掲載しました。

引き続きDV防止のための
啓発活動を実施します。

「女性に対する暴力をなくす
運動」として、11月1日～30
日までパネル展の実施や、
市広報誌・ホームページ等
で、DV防止の啓発記事を
掲載しました。

引き続きDV防止のための
啓発活動を実施します。

人権政策課
（ルミナス）

業務の中からＤＶ相談へと
つなげることを目的に、女
性ホットライン周知カードの
携帯・活用について関係課
に依頼しました。

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に合わせて市
ホームページにて特集ペー
ジを開設しました。また、ち
くし女性ホットラインの啓発
シールを作成し、啓発カー
ドと併せて市内郵便局、
スーパー、大学に配布しま
した。

広報紙：1回

必要に応じてＤＶ啓発カード
を配架します。

業務の中からＤＶ相談へと
つなげることを目的に、①ち
くし女性ホットライン②太宰
府市女性相談窓口の周知
カードを隔年(交互)に作成
しています。6年度は②を作
成し、関係機関・関係課に
配布を依頼しました。
・太宰府市女性相談窓口に
ついてはカード以外にチラ
シを作成し、裏面で各種相
談窓口を周知するとともに、
「緊急時は迷わず110番通
報」することを呼びかけてい
ます。チラシは関係機関・関
係課での配布のほかに、街
頭啓発等でも配布していま
す。
・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に合わせて市
ホームページにて特集ペー
ジを開設しました。
広報紙：1回

必要に応じてＤＶ啓発カード
を配架します。

人権政策課

目標3

施策の方向９

施策1

暴力防止のため
の啓発

事業名

57

事業
番号

ＤＶを許さない社会づくりの
ための意識啓発の充実を
図ります。

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

市広報誌やホームページ
等で、DV防止法や啓発記
事の掲載回数。

「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25
日）等でのパネル展、街頭
啓発の実施。
自治会地域、家庭教育学
級における啓発活動の回
数
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

2校区の自治協議会役員会
において、人権政策課から
の人権問題に関する10分
プレゼンテーションを実施し
ました。
プレゼン回数：2回

人権問題に関する10分プレ
ゼンテーションを実施しまし
たが、これをどう役員・地域
住民に対して広げ、次のス
テップにつなげていくのか、
人権政策課と協議のうえ検
討していく必要があります。

2校区の自治協議会役員会
において、人権政策課から
人権問題に関する10分プレ
ゼンテーションを実施し、自
治会長をはじめ、地域の役
員の皆様に啓発を行いまし
た。特に、南小校区につい
ては、「男女共同参画の視
点からの地域の防災・災害
対応」というテーマを設定
し、その中で避難所で発生
する女性への暴力について
も説明を行い、啓発を図り
ました。
プレゼン回数：2回

前年度の課題を踏まえ、自
治会長のみではなく、自治
会の役員にも対象を広げ、
実施しました。次のステップ
として、どう地域住民に対し
て広げていくのか、人権政
策課と協議のうえ検討して
いく必要があります。
また、プレゼンの実施回数
を増やしていけるよう、自治
会と協議していく必要があ
ります。

地域コミュニティ
課
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

家庭教育学級開講式後、
年間計画を立てる時に
「ジェンダー・性に関するこ
と・人権問題」等の講師を
紹介し意識づけをしました。
また、全学級合同の人権学
習会において、防災士の渡
邉恵里香さんを招き、東日
本大震災で被災された体験
談を通して、災害時に一人
ひとりがお互いに助け合う
気持ちや人権の大切さにつ
いてお話いただきました。
開催日：10月19日（木）
講演：「家庭でできる！防災
講座」
講師：防災士　渡邉　恵里
香

多くの参加者を募るために
学級生以外の方にも声か
けをしていきます。

家庭教育学級での合同講
座（人権学習会）において、
移植体験談を聞くことが初
めての学級生が多く、真剣
に移植やドナーについて考
えるよいきっかけとなったよ
うでした。学級生は、自身の
日常や家族を思いながら聞
いていたようで、家庭で話し
合いたいという意見が多数
ありました。
開催日：12月4日（水）
講演：「ふたたびいのちを得
て」～移植体験談とピアノ
演奏
講師：児嶋 由紀さん

多くの参加者を募るために
学級生以外の方にも声か
けをしていきます。

社会教育課

こんにちは赤ちゃん訪問時
に、全家庭にDV相談啓発
カードを手渡し、相談先を
周知しています。また、カー
ド裏面の男性DV被害者の
ホットライン等についても説
明し、女性だけでなく男性
の相談先についても周知に
努めています。

・こんにちは赤ちゃん訪問
実施世帯数　485世帯（対
象487世帯）
訪問実施率　99.5％
 ※新生児訪問のみも含む

 引き続き、啓発に努めま
す。

こんにちは赤ちゃん訪問時
に、全家庭にDV相談啓発
カードを説明しながら手渡し
ています。相談先を周知に
もつながること、またこの
カードをお渡しすることで、
抱えていた悩みを話始める
きっかけになっています。ま
た、カード裏面の男性DV被
害者のホットライン等につい
ても説明し、女性だけでなく
男性の相談先についても周
知に努めています。

・こんにちは赤ちゃん訪問
実施世帯数　426世帯（対
象424世帯）
訪問実施率　99.5％
 ※新生児訪問のみも含む

 引き続き、啓発・相談への
継続に努めます。

子育て支援課
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

第2期太宰府市自殺対策計
画に、女性相談について明
記しました。

第2期自殺対策計画に明記
しており、自殺対策の視点
から、包括的に支援するよ
う努めていきます。

第2期太宰府市自殺対策計
画に、女性相談について明
記しました。

第2期自殺対策計画に明記
しており、自殺対策の視点
から、包括的に支援するよ
う努めていきます。

元気づくり課

DV相談周知カード・シール
の備え付けを市内高校・大
学に依頼しました。
また、[二十歳のつどい」に
てデートDV防止パンフレッ
トを配布しました。

若者世代への働きかけに
ついては、関係機関と協
議・連携を図りながら、意識
啓発の方法を検討していき
ます。

DV相談周知カード・シール
の備え付けを市内高校・大
学に依頼しました。
また、[二十歳のつどい」に
てデートDV防止パンフレッ
トを配布しました。

若者世代への働きかけに
ついては、関係機関と協
議・連携を図りながら、意識
啓発の方法を検討していき
ます。

人権政策課

福岡県が実施する「性暴力
対策アドバイザー事業」を、
市内3小学校と１中学校で
実施しました。また、中学校
では、福岡県警と連携した
被害にあわないための防犯
教育を実施している。

引き続き、専門機関と連携
した啓発を継続していきま
す。

福岡県が実施する「性暴力
対策アドバイザー事業」を、
市内3小学校と１中学校で
実施しました。また、中学校
では、福岡県警と連携した
被害にあわないための防犯
教育を実施している。

引き続き、専門機関と連携
した啓発を継続していきま
す。

学校教育課

若年層への啓発58
学校との協議を図り、保護
者、教職員、児童に対する
啓発活動を行います。

デートDV防止のための若
年層への啓発に取り組みま
す。
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

ＤＶ相談体制の充実

59
ＤＶ相談窓口の
周知と情報提供

市役所内での相談体制の
充実を図り、必要な支援が
届くよう周知に努めます。ま
た、相談機関について情報
を提供します。

周知回数

広報紙等でＤＶ相談窓口に
ついて広く周知を図るととも
に、ＤＶ相談を受けた際に
は相談者のニーズに合わ
せた相談窓口を紹介しまし
た。

周知回数
広報紙：2回
HP・チラシ：随時

今後も、広く周知を図るとと
もに、的確な相談窓口の紹
介に努めていきます。

広報紙等でＤＶ相談窓口に
ついて広く周知を図るととも
に、ＤＶ相談を受けた際に
は相談者のニーズに合わ
せた相談窓口を紹介しまし
た。

周知回数
広報紙：12回
HP・チラシ：随時

今後も、広く周知を図るとと
もに、的確な相談窓口の紹
介に努めていきます。

人権政策課

60
相談関係職員の
研修

相談や業務に携わる職員
がＤＶに関する知識を深
め、相談者に寄り添った相
談・支援にあたるよう、資質
の向上に努めます。

県等が実施する研修会へ
の参加回数

県主催行政職員のための
男女共同参画セミナー
「LGBTQ＋やSOGIEの基礎
知識」・「地域協働の推進実
践研修」、九州・沖縄地区
男女共同参画センター等会
議の「講演：女性主体の工
務店の挑戦」を視聴し、あ
すばる男女共同参画フォー
ラム2023「スペシャルトーク
（特別ゲスト：KABA.ちゃ
ん）」の視聴会場の設置を
行いました。

参加回数：4回

引き続き研修会に参加し、
職員の資質向上に努めて
いきます。

県等が実施する研修会等や
視聴会場の設置に参加しまし
た。
●行政職員のための男女共
同参画セミナー「基礎編：これ
からの男女共同参画～多様な

人々との関係づくりを考える～」、
「応用編：災害に強い地域づく
り～防災・減災に生かす多様性

の力～」、「応用編：住民に伝
わる情報発信のコツ」
●九州・沖縄地区男女共同参
画センター等会議「基調講演：
男女共同参画の視点による防
災と男女共同参画センターの
役割」
●福岡県人権啓発情報セン
ター「第57回特別展関連イベ
ント「偏見は持っていない」は
危険!? 誰もが持っている性に
関するアンコンシャスバイア
ス」
●北九州市立男女共同参画
センター・ムーブ「ＤＶ加害者
は変われるかpart2」
●福岡県ジェンダー平等
フォーラム2024 「開会式・表彰
式・高校生ワークショップ成果
報告会・スペシャルトーク（特別

ゲスト：ＳＨＥＬＬＹさん）」

参加数：5回（視聴会場1回含む）

引き続き研修会に参加し、
職員の資質向上に努めて
いきます。啓発

人権政策課
（ルミナス）

施策2
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

被害者の保護と支援体制の充実

61
ＤＶ被害者支援
庁内連携会議の
実施

関係部署が連携し被害者
の支援にあたります。速や
かな連携と被害者の個人
情報保護を徹底します。

会議実施回数

関係課会議を実施しまし
た。
令和5年12月19日（火）
内容：庁内連携方法の確認
等

関係課職員の人事異動が
あることからも、定期的に定
期的に連絡会議を開催して
ＤＶ支援のあり方等を再確
認するよう努めます。

令和6年度は実施しません
でした。

関係課職員の人事異動が
あることからも、定期的に定
期的に連絡会議を開催して
ＤＶ支援のあり方等を再確
認するよう努めます。

人権政策課

専門家が相談者の不安な
気持ちを受け止めました。
また必要な支援機関を案内
しました。
 相談件数：318件

他課や外部機関と連携を行
う際の個人情報の取り扱い
については改めて見直す必
要があります。

専門家が相談者の不安な
気持ちを受け止めました。
また必要な支援機関を案内
しました。
 相談件数：432件

他課や外部機関と連携を行
う際の個人情報の取り扱い
については改めて見直す必
要があります。

人権政策課

同居の配偶者や親族等か
らのDVから逃れるため、本
市に一時住居を構えている
が、住民異動届を行うこと
ができない者に対して、本
人、庁内または他市町村等
からの国保資格取得の相
談を受けています。今後と
も関係部署と連携し適正な
事務処理を行っていきま
す。
また、マイナンバーを用い
て健康保険の資格確認を
行う「オンライン資格確認」
の制度が令和2年10月より
開始され、同制度により令
和3年10月から医療機関で
の受診記録等をマイナン
バーカード及びマイナポー
タルを用いて本人が確認で
きることとなりましたが、被
害者の受診記録等の情報
は閲覧できず保護されるよ
うに対応しています。
相談件数　1件(国保_資格)

保険証、税の通知書や医
療費通知など、市からの送
付物に対して柔軟に対応す
ることが必要です。送付先
については、他部署との発
送物を統一的に対応できる
申請の受付を行っています
が、その他にも必要な送付
先の設定等はないか、他部
署と連携し対応していくこと
が求められます。
また、オンライン資格確認
により、マイナンバーカード
およびマイナポータルを用
いて確認することができる
情報が随時増えているた
め、避難者には制度につい
て丁寧な説明を行い、必要
に応じて情報の不開示など
の処理をする必要がありま
す。
さらに、ＤＶ証明等による国
保の資格申請の要件等検
討すべき課題があります。

同居の配偶者や親族等か
らのDVから逃れるため、本
市に一時住居を構えている
が、住民異動届を行うこと
ができない者に対して、本
人、庁内または他市町村等
からの国保資格取得の相
談を受けています。今後と
も関係部署と連携し適正な
事務処理を行っていきま
す。
また、マイナンバーを用い
て健康保険の資格確認を
行う「オンライン資格確認」
の制度が令和2年10月より
開始され、同制度により令
和3年10月から医療機関で
の受診記録等をマイナン
バーカード及びマイナポー
タルを用いて本人が確認で
きることとなりましたが、被
害者の受診記録等の情報
は閲覧できず保護されるよ
うに対応しています。
相談件数　１件(国保_資格)

保険証・資格確認書等のほ
か、税の通知書や医療費
通知など、市からの送付物
に対して柔軟に対応するこ
とが必要です。送付先につ
いては、他部署との発送物
を統一的に対応できる申請
の受付を行っていますが、
その他にも必要な送付先の
設定等はないか、他部署と
連携し対応していくことが求
められます。
また、オンライン資格確認
により、マイナンバーカード
およびマイナポータルを用
いて確認することができる
情報が随時増えているた
め、避難者には制度につい
て丁寧な説明を行い、必要
に応じて情報の不開示など
の処理をする必要がありま
す。
さらに、ＤＶ証明等による国
保の資格申請の要件等検
討すべき課題があります。

国保年金課

62
ＤＶ被害者の保
護や支援

施策3

被害者の保護、支援を行っ
た回数。

年金相談、健康相談、保健
指導における相談回数等

各種の相談等をとおしたDV
被害の早期発見や個人の
状況に合わせた保護、支援
を適切に行っていきます。
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

DV被害の相談を受けること
はなかった。

母子保健の相談を受ける
中で経済的DVや性的DVで
はないかと思われるが、本
人がそれと気づいていない
ケースがある。被害者の
ニーズを確認しながら、適
宜相談先を紹介するなど、
支援をしていきます。

こんにちは赤ちゃん訪問や
乳幼児健診でDVの相談を
受けた件数：3件
こども福祉担当や関係課と
連携し、支援を行った。

子育て家庭の中では、本人
がDVであると気づいていな
いケースも見受けられま
す。引き続き啓発を行い、
早期発見に努め、相談を受
けた際には、関係機関と連
携し適切に支援を行いま
す。

子育て支援課

63
関係機関との連
携

福岡県、警察、他自治体、
法務局、人権擁護委員等と
の情報交換を行い、効果的
な支援ができるよう連携を
図ります。

緊急時の速やかな連携が
図れるよう関係機関との協
議会等に出席し、情報を共
有し、相談体制を構築しま
す。
「福岡県配偶者からの暴力
防止対策筑紫地域連絡会
議」の参加回数

福岡県配偶者からの暴力
防止対策筑紫地域連絡会
議に参加しました。

令和５年７月２４日（月）
令和５年１２月２０日（水）

引き続き外部機関との連携
に努めます。

福岡県困難な問題を抱える
女性等支援調整会議筑紫
地区ブロック会議に参加し
ました。

令和７年２月６日（木)

引き続き外部機関との連携
に努めます。

人権政策課
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

女性が被害を受けやすい犯罪への対応

○人権政策課
所管課と連携して防止に関
する啓発や情報提供を行い
ます。

○人権政策課
広報紙や市ＨＰで女性に対
する暴力防止の啓発記事
を掲載しました。

引き続き、啓発を継続して
いきます。

○人権政策課
広報紙や市ＨＰで女性に対
する暴力防止の啓発記事
を掲載しました。

引き続き、啓発を継続して
いきます。

人権政策課
ルミナス

○福祉課
広報等を通じセクシュアル・
ハラスメントに関する相談
会の案内を行います。（広
報年2回）

広報紙へ啓発記事を掲載し
ました。
・広報紙掲載回数：1回（職
場のハラスメント集中相談
会）

今後も引き続き、広報及び
ホームページ等により、企
業及び市民への啓発を行っ
ていく必要があります。

広報紙へ啓発記事を掲載し
ました。
・広報紙掲載回数：1回（職
場のハラスメント集中相談
会）

今後も引き続き、広報及び
ホームページ等により、企
業及び市民への啓発を行っ
ていく必要があります。

福祉課

中学校では、福岡県警と連
携した被害にあわないため
の防犯教育を実施してい
る。

引き続き、専門機関と連携
した啓発を継続していきま
す。

人権擁護委員によるデート
ＤＶ出前講座を実施してい
る。

引き続き、専門機関と連携
した啓発を継続していきま
す。

学校教育課

○防災安全課
性犯罪の防止に向けた広
報・啓発

・性犯罪防止対策も踏まえ
防犯カメラを1基2台設置し
ました。（合計24基44台）
・地域における防犯委員会
等で最新の犯罪情勢等の
周知、啓発を行いました。

学生や子育て世代等の若
い世代への啓発を継続する
必要があります。

・性犯罪防止対策も踏まえ
防犯カメラを４基４台設置し
ました。（合計28基48台）
・地域における防犯委員会
等で最新の犯罪情勢等の
周知、啓発を行いました。

令和７年度は新たな施策と
して、住宅等の防犯対策品
に要する費用の補助を行い
ます。

防災安全課

施策4

64
性犯罪やハラス
メント等の防止に
向けた啓発

性犯罪やＡＶ出演強要問
題、ＪＫビジネス問題、セク
シュアル・ハラスメント、マタ
ニティ・ハラスメント等の防
止に向けた啓発に取り組み
ます。
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

65
専門の相談機関
の周知と情報提
供

性犯罪被害やセクシュア
ル・ハラスメント等の専門相
談窓口について周知してい
きます。

人権擁護委員相談日
性暴力被害者支援セン
ター・ふくおか、法テラス、
法務局等相談機関の周知
回数

市ホームページ、広報紙街
頭啓発用チラシに専門相談
窓口を掲載し、周知を図り
ました。
市ホームページ：2回
広報紙：1回
相談窓口周知カードの設
置：随時

多くの人に情報提供を図る
手段をさらに検討していき
ます。

市ホームページ、広報紙街
頭啓発用チラシに専門相談
窓口を掲載し、周知を図り
ました。
市ホームページ：2回
広報紙：12回
相談窓口周知カードの設
置：随時

多くの人に情報提供を図る
手段をさらに検討していき
ます。

人権政策課

生涯を通じた健康支援
妊娠・出産への支援

66 母性保護の啓発
妊婦やその家族への母性
保護知識の周知、啓発を行
います。

母子健康手帳の交付の際
に産休や育休について、情
報提供を行い、啓発しま
す。また、個別に相談を受
け、必要時は相談窓口等を
紹介します。

母子健康手帳の発行件数
及び交付率

母子健康手帳の交付の際
に、個々の状況に応じて母
性健康管理指導事項連絡
カードの活用や、産休や育
休取得について、周知、啓
発しました。

母子健康手帳交付数：445
件
交付率：100％

個々の状況に応じた連絡
カードや産休育休制度の活
用について、引き続き周知
に努めます。

母子健康手帳の交付の際
に、個々の状況に応じて母
性健康管理指導事項連絡
カードの活用や、産休や育
休取得について周知、啓発
しました。また、パパママク
ラスにて母性保護の知識の
周知、啓発を行いました。

母子健康手帳交付数：423
件
交付率：100％
パパママクラス参加数：100
組

引き続き、妊婦やその家族
へ、知識の普及、啓発に努
めます。

子育て支援課

67
妊婦健康診査と
相談の実施

「妊婦健康診査補助券」を
交付し、妊婦健診の助成、
保健指導相談等による健
康支援を図ります。

母子健康手帳の交付の際
に補助券を交付、健康診
査、保健指導相談等を行い
ます。

母子健康手帳の発行件数

母子健康手帳を完全予約
制の個別交付とし保健師ま
たは助産師による面談を必
ず実施し、支援が必要な妊
婦には支援プランを作成し
切れ目なく支援していきま
した。
必要な方には管理栄養士
より栄養指導を実施、その
他希望者には必要時保健
指導・栄養指導を電話や来
所相談などで実施していま
す。
母子健康手帳交付者数（妊
婦数）：445人
交付率：100％

母子健康手帳を完全予約
制の個別交付とし保健師と
管理栄養士による面談を実
施し、支援が必要な妊婦に
は支援プランを作成し切れ
目なく支援していく予定で
す。引き続き電話・訪問、医
療機関との連携等を行い、
妊娠中から出産までの母子
の健康管理、および安心し
て出産・子育てが行えるよ
う努めます。

母子健康手帳交付の際に、
全数保健師による個別面
談を実施しました。また、希
望者には栄養士の相談を
実施しました。
妊婦健診の助成について、
令和7年度より項目追加に
向けて準備を行いました。

母子健康手帳交付数：423
件
交付率：100％
妊婦転入時の面談数：62件
面談率：100％

引き続き、母子健康手帳交
付時には全員に保健指導
を行い、また必要時栄養指
導も行って、健康支援を図
ります。
医療的支援や社会的支援
が必要な場合は、ケースに
応じて医療機関や関係機
関との連携を図りながら、
市民が安心して出産・子育
てができるよう支援を行い
ます。

子育て支援課

施策の方向10
施策1
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

健康課題への支援

特定健診（集団健診）を全
31回実施し、そのうち1回を
「レディースデイ」として実
施、また、6回を託児付きで
行い、女性が安心して受診
できる環境づくりを行いまし
た。
また、引き続き受診費用を
40-74歳で一律500円にて
実施しました。
・レディースデイ受診者：79
名
・特定健診受診者のうち託
児利用者：13名

令和5年度の集団健診は、
例年より受診者が増加し、2
月に急遽日程を追加しまし
た。元気づくり課が送付す
るがん検診の受診勧奨ハ
ガキと同時に特定健診の受
診勧奨ハガキを送付したこ
とで、集団健診の周知につ
ながり、利用者が増加しま
した。今後も受診率向上の
ため元気づくり課と協働し
多角的な視点から勧奨を行
う予定です。

特定健診（集団健診）を全
33回実施し、そのうち1回を
「レディースデイ」として実
施、また、8回を託児付きで
行い、女性が安心して受診
できる環境づくりを行いまし
た。
また、引き続き受診費用を
40-74歳で一律500円にて
実施しました。
・レディースデイ受診者：74
名
・特定健診受診者のうち託
児利用者：7名

令和6年度の集団健診は、
例年より受診者が増加し、2
月に急遽日程を追加しまし
た。元気づくり課が送付す
るがん検診の受診勧奨ハ
ガキと同時に特定健診の受
診勧奨ハガキを送付したこ
とで、集団健診の周知につ
ながり、利用者が増加しま
した。今後も受診率向上の
ため元気づくり課と協働し
多角的な視点から勧奨を行
う予定です。

国保年金課

令和5年度は特定保健指導
として、結果説明会を65
回、すこやか相談を25回、
その他訪問や電話・メール
等にて支援実施。対象者の
生活背景や血液データ含
む健康指標等のプライバ
シーに関わる情報も多いた
め、保健指導内容が他者や
室外に漏れないよう、なる
べく個室の利用、パーテー
ション等で仕切りを作るよう
配慮。
また、仕事帰りの時間帯に
合わせての夕方訪問や夕
方時間帯の電話等、ライフ
スタイルの多様化に順応で
きる指導体制を心掛け、本
人のみまたは夫婦・家族同
席可能かの意思確認を行
い、プライバシーの配慮に
努めた。

Ｒ４年度特定保健指導実施
率（法定報告値）70.6％

ここ近年、働き方改革やコ
ロナ禍の影響によりライフ
スタイルやビジネススタイル
が多様化しているため、直
接対面での面談が困難な
ケーズが多く見受けられ
る。よって、ＩＣＴ等の活用は
視野に入れて検討を継続し
ていくとともに、様々な支援
方法を駆使して保健指導を
展開していく必要がありま
す。

令和6年度は特定保健指導
として、結果説明会を63
回、すこやか相談を25回、
その他訪問や電話・メール
等にて支援実施。対象者の
生活背景や血液データ含
む健康指標等のプライバ
シーに関わる情報も多いた
め、保健指導内容が他者や
室外に漏れないよう、なる
べく個室の利用、パーテー
ション等で仕切りを作るよう
配慮。
また、仕事帰りの時間帯に
合わせての夕方訪問や夕
方時間帯の電話等、ライフ
スタイルの多様化に順応で
きる指導体制を心掛け、本
人のみまたは夫婦・家族同
席可能かの意思確認を行
い、プライバシーの配慮に
努めた。

Ｒ5年度特定保健指導実施
率（法定報告値）65.6％

ここ近年ライフスタイルやビ
ジネススタイルが多様化し
ているため、直接対面での
面談が困難なケーズが多く
見受けられる。また多岐に
わたる保健事業を展開して
いくため、ＩＣＴ等の活用は
視野に入れて検討を継続し
ていき、様々な支援方法を
駆使して保健指導を実施し
ていく必要があります。

元気づくり課

68

施策2

特定健康診査・
特定保健指導の
実施

特定健康診査・保健指導を
実施します。

男女別の受診率

国民健康保険加入者の特
定健康診査、保健指導を行
います。
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

69
がん検診の啓発
と普及

乳がん・子宮頸がん検診を
行うとともに、検診の啓発と
普及に努めます。その他の
がん検診についても、男女
を通じて受診を推奨しま
す。

元気づくり課

未受診者への個別勧奨通
知の送付や、健診や健診
結果説明会などの相談事
業を通しての啓発を行い、
受診率の向上に努めます。

検診の受診率

がん検診受診率向上に向け
て、それぞれの対象に応じて
ナッジ理論を用いた受診勧奨
を実施した。
・令和5年5月頃、胃内視鏡検
診対象者全員に対し、受診勧
奨通知及び受診券を送付。
・乳がん検診未受診者に対
し、受診勧奨圧着はがき（国立
がん研究センター）を送付。
・令和5年6月頃、乳・子宮頸が
ん検診無料クーポン券送付対
象者全員に対し、受診勧奨通
知及びクーポン券を送付。

集団検診では、女性が健診を
受けやすい環境整備として、
レディースデー（受診者は女性
のみに限定。検診スタッフも女
性が努める）を1回、託児付き
の日を6日実施。
また、隣保館検診を1日設け
た。

令和4年度乳がん検診無料
クーポン券対象者の受診率
（確定値）
34.4％
令和3年度子宮頸がん検診無
料クーポン券対象者の受診率
（確定値）
13.6％

乳がん検診の未受診勧奨を
実施したところ、検診の予約
が殺到し、検診車の台数を増
やす、乳がんのみ検診受付時
間を拡大する、集団検診日を
追加する等で対応した。また、
受診者に対して、がん検診で
どのような検査が行われるか
についての説明を、チラシを用
いて充分に行うよう努めた。
今後もがん検診受診率の向上
に向けて、男女ともに受診勧
奨を行うこと、男女ともに検診
を受けやすい環境、安心して
受けられる環境の整備を行っ
ていく。
令和6年度からは、乳がん検
診、子宮頸がん検診を個別医
療機関で受診できる体制とな
る予定。

子宮頸がん・乳がん検診無料
クーポン券対象者へも受診勧
奨を実施。乳がん検診受診者
の伸びはあったが、子宮頸が
んの検診受診者は微増にとど
まった。子宮頸がん検診無料
クーポン券対象者は20歳の女
性で、子宮頸がんの罹患率が
増え始める年代である。子宮
頸がんに関する普及啓発とと
もに、がん検診を受けることの
重要性を、様々な方法で伝え
受診勧奨していくことが必要。
対象者に効果的な勧奨方法を
検討していく。

がん検診受診率向上に向け
て、それぞれの対象に応じて
ナッジ理論を用いた受診勧奨
を実施した。
・令和6年5月頃、胃内視鏡検
診対象者全員に対し、受診勧
奨通知及び受診券を送付。
・令和6年6月頃、子宮頸がん・
乳がん検診対象者全員に対
し、受診勧奨通知及び受診券
を送付。
・令和6年6月頃、子宮頸がん、
乳がん検診無料クーポン券送
付対象者全員に対し、受診勧
奨通知及びクーポン券を送
付。
・肺がん検診、大腸がん検診
未受診者に対し、受診勧奨圧
着はがき（国立がん研究セン
ター）を送付。

R6年度より、子宮頸がん・乳
がん検診を個別医療機関でも
受診できる体制を整えた。

集団検診では、女性が健診を
受けやすい環境整備として、
レディースデー（受診者は女性
のみに限定。検診スタッフも女
性が努める。）を1日、託児付
きの日を8日、トワイライト検診
を1日実施。
また、隣保館検診を1日設け
た。

R6年度より、子宮頸がん・乳
がん検診を個別医療機関でも
受診できる体制を整えた。女
性のライフスタイルが多様化し
てきている中、集団と個別のど
ちらかを選択して受診できるよ
うになった。
R7年度からは、福岡市の一部
の医療機関でも受診ができる
よう整えていく予定。

引き続き、がん検診受診率の
向上に向けて、受診勧奨通知
及び受診券の送付や未受診
者勧奨を行っていく。
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

心身の健康増進への取組

市ホームページでの啓発。
赤ちゃん訪問や乳幼児健
康診査等の母子保健事業
にて、それぞれの家庭や女
性の状況に応じて、性感染
症や家族計画についての
正しい情報の提供を行い、
必要な方への相談等に応じ
ました。

今後は広報紙も活用し、リ
プロダクティブ・ヘルス／ラ
イツの概念を広く啓発しま
す。

市ホームページでの啓発。
赤ちゃん訪問や乳幼児健
康診査等の母子保健事業
にて、それぞれの家庭や女
性の状況に応じて、性感染
症や家族計画についての
正しい情報の提供を行い、
必要な方への相談に応じま
した。

今後も、ホームページでの
啓発を継続し、併せて性の
自己決定等について必要
時相談に応じます。

子育て支援課

市HPに「リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ」に関する記
事を掲載して啓発に努めて
います。

引き続き啓発に努めます。

市HPに「リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ」に関する記
事を掲載して啓発に努めて
います。

引き続き啓発に努めます。 人権政策課

学校教育課

71
こころの健康支
援

だれもが抱える心の悩みを
解消し、自殺予防を図るた
め、精神科医師や保健師に
よる相談を行います。

こころの健康に関する相談
の実施回数

こころの相談の開催数を年
12回とし、相談窓口の拡充
を図った。実績は、予約が
確定し開催できた回数は6
回となったが、前年より相
談を受けた回数は増加し
た。

申込が少なく、キャンセルも
多いため、年12回の開催予
定だったが6回開催の開催
となった。
令和6年度も年12回開催と
して事業を継続するが、第2
期自殺対策計画を策定し、
自殺対策を推進するため、
こころの相談の周知を強化
してするための方策を検討
する。

こころの相談の開催数を年
12回とし、相談窓口の拡充
を図った。実績は、予約確
定し開催できた回数は3回
であり、前年より相談を受
けた回数は減少した。

予約は6件あったが、事前
キャンセルや連絡なしの欠
席が多数あり、まとまった開
催数を確保できなかった。
令和7年度以降も12回開催
にて実施予定だが、周知方
法を拡充するなどして、より
必要な人の目に触れられる
よう検討する。

元気づくり課

70

性と生殖に関す
る健康と権利（リ
プロダクティブ・
ヘルス／ライツ）
についての啓発

性と生殖を含む健康に関す
る自己決定を基本的人権と
捉え、広く市民に浸透する
よう啓発を行います。

広報媒体を活用し、リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ
の概念を広く啓発します。

啓発媒体及び啓発回数

施策3
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

スポーツ協会とスポーツ少
年団合同にて、指導者研修
会を実施した。

外部団体を含めた指導者
研修会の充実・支援、ス
ポーツイベントの充実を図
る必要がある。

スポーツ協会とスポーツ少
年団合同にて、指導者研修
会を実施した。

外部団体を含めた指導者
研修会の充実・支援、ス
ポーツイベントの充実を図
る必要がある。

スポーツ課

・まほろば市民大学
受講生数　49名（全15回）
・朝と夜のアロマ習慣講座
受講生数　9名（全2回）
・子ども能楽体験教室
受講生数　7人（全3回）
・子ども陶芸体験教室
受講生数　21人
・三井住友海上文化財団と
きめくひととき第1025回　古
部賢一オーボエ・リサイタル
～知楽！博楽！音楽の知
恵袋～
来場者数　120人
・海上自衛隊佐世保音楽隊
「ふれあいコンサートin太宰
府」
来場者数　520人
第45回太宰府市市民文化
祭
出展・出演者数
843人
・プラム・カルコア文化芸術
振興事業
令和の都だざいふ～カラオ
ケまつり～
来場者数　302人
・Concert for KIDS ０才か
らのクラシック 
来場者数　346人　
・九州新喜劇～令和の都だ
ざいふ公演～
来場者数　212人

今後も文化に親しみながら
心身の健康づくりにつなが
るような事業選定を行いま
す。

文化学習課

72
スポーツや文化
をとおした心身
の健康支援

健康増進の観点から、ス
ポーツや文化に親しみ、心
身の健康づくりの機会を提
供します。
スポーツに関しては、相手
の尊重やチームワーク、
フェアプレーの精神といった
スポーツの持つ力を用い
て、勝敗を競うことに限定
せず、健康増進や楽しむこ
とを目的とした身体活動を
含め、支援者や指導者向け
の研修会や講習会の周知・
充実を図ります。

スポーツの日の行事、各種
スポーツ大会の案内
各種文化事業の開催

・まほろば市民大学
受講生数　50名（全15回）
・アロマ講座
受講生数　7名（全2回）
・伝統文化体験教室
受講生数　11人（全5回）
・陸上自衛隊第4音楽隊「ふ
れあいコンサートin太宰府」
来場者数　512名
第44回太宰府市市民文化
祭
出展・出演者数
565名
・プラム・カルコア文化芸術
振興事業
令和の都だざいふ～歌うま
選手権～
来場者数　800名
・プラム・カルコア文化芸術
振興事業
親子で楽しむコンサート～
音楽と絵本～
来場者数　230名

今後も文化に親しみながら
心身の健康づくりにつなが
るような事業選定を行いま
す。
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

共生社会への推進

多様な立場の人々への理解促進

・障がい者週間（12月3～9
日）、発達障がい者週間（4
月2～8日）、世界自閉症啓
発デー（4月2日）に合わせ、
広報やＨＰ掲載、ＳＮＳ発
信、市民ギャラリー絵画展
「自閉の画家太田宏介」等
により啓発を行いました。
・手話奉仕員養成講座（全
46回）を実施しました。
・精神保健福祉講演会を元
気づくり課、筑紫保健福祉
環境事務所と共催で実施し
ました。
開催日：令和5年10月7日
（土）
テーマ：「こころの健康と睡
眠」
講師：小曽根基裕氏（久留
米大学医学部教授）
参加者91人

今後も引き続き、講座の開
催や広報紙等による啓発を
行い、市民の理解を促進す
る機会を提供していく必要
があります。

・障がい者週間（12月3～9
日）、発達障がい者週間（4
月2～8日）、世界自閉症啓
発デー（4月2日）に合わせ、
広報やＨＰ掲載、ＳＮＳ発信
により啓発を行いました。
・手話奉仕員養成講座（全
46回）を実施しました。
・精神保健福祉講演会を元
気づくり課、筑紫保健福祉
環境事務所と共催で、社会
福祉協議会福祉委員を対
象に実施しました。
開催日：令和7年3月10日
（月）
テーマ：「精神障がいやひき
こもりへの理解を深める」
講師：大山和宏氏（一般社
団法人えのき舎　代表理
事）
参加者50人

今後も引き続き、講座の開
催や広報紙等による啓発を
行い、市民の理解を促進す
る機会を提供していく必要
があります。

福祉課

人権講座「ひまわり」を7講
座実施し、あらゆる人権課
題や性別に関する課題に
ついて理解を推進するため
の啓発を行いました。

今後とも、あらゆる人権課
題と併せて、男女共同参画
における視点を取り入れた
講座の企画検討を行ってい
きます

人権講座「ひまわり」を7講
座実施し、あらゆる人権課
題や性別に関する課題に
ついて理解を推進するため
の啓発を行いました。

今後とも、あらゆる人権課
題と併せて、男女共同参画
における視点を取り入れた
講座の企画検討を行ってい
きます

社会教育課

施策の方向11

施策1

障がい者や高齢
者、外国人、性

的少数者等への
人権課題に対す
る理解の促進

73
多様な立場の人が抱える

様々な課題について理解を
促進する学習の機会を提

供します。

福祉や人権等に関する講
座の開催回数

情報提供の回数

（公財）太宰府市国際交流
協会が実施する様々な交

流事業の参加者数

ゲストティーチャー派遣者
数

語学ボランティア登録者数
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

　（公財）太宰府市国際交
流協会が主催する事業に、
市内の大学に通う留学生
や市民の参加がありまし
た。在住外国人にも参加を
促す仕組みづくりに向けて
取り組んでいます。
交流事業参加者数
・フレンズベル倶楽部メン
バーのつどい　80名
・留学生フォーラム　27名
・市民政庁まつり出展　
・日本文化体験講座　32名
・国際理解講座　34名
・世界文化体験講座  31名
・国際理解講演会　78名
 合計282人
・ゲストティーチャー派遣者
数　なし
・国際交流団体への活動助
成　なし
・語学ボランティア登録者数　
　16人
・文化ボランティア登録者数　
　３人
・文化交流ボランティア登録
者数　　 1人

新型コロナウイルス感染症
が５類になり、徐々にコロナ
禍前に戻りつつあるなか、３
年ぶりとなるフレンズベル
倶楽部メンバーの集いや世
界文化体験など数多くの事
業を実施しました。また、広
報だざいふ７月号で1頁を
使って国際交流協会の紹
介も行いました。
今後も国際交流協会事業
の内容や広報を充実させる
ことで、参加者及び賛助会
員の増加を図る必要があり
ます。今後も新規参加者が
増えるような魅力的な事業
を展開していけるよう、必要
な支援を行っていきます。

　（公財）太宰府市国際交
流協会が主催する事業に、
市内の大学に通う留学生
や市民の参加がありまし
た。さらに在住外国人にも
参加を促す仕組みづくりに
向けて取り組んでいます。
交流事業参加者数
・フレンズベル倶楽部メン
バーのつどい　99名
・留学生フォーラム　41名
・市民政庁まつり出展　
・日本文化体験講座　26名
・国際理解講座　98名
・世界文化体験講座  31名
・国際理解講演会（開催な
し）
 合計295人

・ゲストティーチャー派遣者
数 0件
・国際交流団体への活動助
成　0件
・語学ボランティア登録者数　
13人
・文化ボランティア登録者数　
7人
・文化交流ボランティア登録
者数　7 人

フレンズベル倶楽部メン
バーの集いや世界文化体
験など数多くの事業を実施
しました。また、広報だざい
ふ６月号で２頁を使って国
際交流協会の紹介を行い
ました。
今後も国際交流協会事業
の内容や広報を充実させる
ことで、参加者及び賛助会
員の増加を図る必要があり
ます。今後も新規参加者が
増えるような魅力的な事業
を展開していけるよう、必要
な支援を行っていきます。

国際・交流課

「かがやき」「あおぞら」「あ
おぞら２」を使った授業を、
道徳や学級活動、日常的な
指導で行っている。

新たな人権課題の内容を
中心に構成されている「あ
おぞら２」についてさらに活
用を深めていく必要があ
る。

「かがやき」「あおぞら２」の
教材「車いすのおじさん」を
使った授業から、相手の立
場からの見方、考え方につ
いて思いをめぐらすことの
大切さや「違い」を認め、進
んでかかわることの大切さ
等に気付かせる実践を行っ
ている。

新たな人権課題の内容を
中心に構成されている「あ
おぞら２」の教材「どうして
学校にきてはいけないので
すか」等についてさらに活
用を深めていく必要があ
る。

学校教育課
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

人権政策課

LGBTについての特集記事
作成し、男女共同参画コー
ナーで啓発掲示を行いまし
た。
開催数：1回

男女共同参画の意義を理
解する講座やわかりやすく
伝わる掲示物を計画的に
実施していきます

毎年6月のプライド月間にお
いて、LGBTに関する啓発
掲示を行いました。

男女共同参画の意義を理
解するセミナーやわかりや
すく伝わる掲示物を計画的
に実施していきます

人権政策課
（ルミナス）

ＤＶ被害者の自立支援を行
えるよう相談を受け、関係
課等と連携を図りました。

引き続き、相談者のニー
ズ・状況に合わせ、適宜関
係課・関係機関と連携して
いきます。

ＤＶ被害者の自立支援を行
えるよう相談を受け、関係
課等と連携を図りました。

引き続き、相談者のニー
ズ・状況に合わせ、適宜関
係課・関係機関と連携して
いきます。

人権政策課

生活困窮者、被保護者に対
し困窮状態から早期に脱却
することを支援するため自
立相談支援事業、住居確
保給付金、家計改善支援
事業、就労準備支援事業を
実施し、ハローワーク、社会
福祉協議会等の関係機関
と連携し必要な支援を行い
ました。

生活困窮相談：194件
生活保護相談：434件

制度について市広報紙や、
広告モニターを活用し、情
報発信を行い、引き続き制
度周知を図っていきます。

生活困窮者、被保護者に対
し困窮状態から早期に脱却
することを支援するため自
立相談支援事業、住居確
保給付金、家計改善支援
事業、就労準備支援事業を
実施し、ハローワーク、社会
福祉協議会等の関係機関
と連携し必要な支援を行い
ました。

生活困窮相談：192件
生活保護相談：558件

制度について、広報誌、市
ホームページなどを活用し
ながら情報発信を行い、引
き続き制度周知を図ってい
きます。

生活支援課

生活上の困難を抱えた人が安心して暮らせる支援

生活困窮者への
支援

生活困窮の状態を回復さ
せ、自立した生活を支援す
るための相談支援を行いま
す。

関係課との協議

施策2

74
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

包括支援センター三職種及
び認知症地域支援推進員
を中心に、高齢者虐待や認
知症の相談に対応しまし
た。(高齢者虐待相談延べ
件数200件、認知症相談等
延べ　1,046件）。
介護予防・生活支援サービ
ス事業において、高齢者家
事支援サービス（訪問型
サービスA）をシルバー人材
センターへ委託しました。利
用件数年961件／年。

引き続き、相談支援の実施
とともに、関係機関との連
携、ネットワークの構築を図
ります。

包括支援センター三職種及
び認知症地域支援推進員
を配置し、高齢者虐待や認
知症の相談に対応しまし
た。
併せて、包括支援センター
の周知を行い、関係機関等
との連携体制構築を図りま
した。
(高齢者虐待相談延べ件数　
176件、認知症相談等延べ　
1,207件）。
介護予防・生活支援サービ
ス事業において、高齢者家
事支援サービス（訪問型
サービスA）をシルバー人材
センターへ委託しました。利
用件数年1,350件／年。

引き続き、相談支援の実施
とともに、関係機関との連
携、ネットワークの構築を図
ります。

高齢者支援課

【社会福祉協議会】
日常生活自立支援事業
（ほのぼのサービス）
〇運営審議会開催数　3回
〇契約人数
・登録会員　60人
・財産保全サービス　35人
・財産管理サービス　55人
〇相談及び連絡調整件数
・相談及び生活支援サービス　
3,552件
・財産保全サービス　153件
・財産管理サービス　1,016件
（令和6年3月末現在）
【シルバー人材センター】
令和6年3月末の女性会員数
の割合は30.7%となっていま
す。平成29年4月からは日常
生活支援総合事業の実施や、
会員確保のためリーフレット、
チラシの配布、女性会員が作
成した小物を販売、樹脂粘土
教室の開催などの取り組みを
行っています。全国的に会員
数の減少がみられ、当セン
ターにおいても同様の傾向に
あり、今年度は前年度より6人
減少しています。
会員数231人　うち女性71人
女性の割合　30.7％
（令和6年3月末現在）

【社会福祉協議会】
高齢化率の上昇により、一人
暮らしの高齢者、高齢者夫妻
世帯の増加が見込まれ、それ
に伴う孤立化、認知症の発
症、悪徳商法被害等、地域に
おける高齢者問題は深刻化し
ていくと思われます。本事業の
利用対象者は、高齢者のみな
らず、障がいをもち地域で暮ら
す方も多く、地域の民生委員
や福祉委員、また、地域包括
支援センターや医療機関等と
の連携は大変重要なものと
なってきています。住み慣れた
地域で安心して暮らすため行
政をはじめ、様々な機関と連
携しながら専門性の高い個別
支援活動として事業の充実に
努めました。今後も引き続き事
業の周知を図っていく必要が
あります。

【シルバー人材センター】
女性会員の割合は30.7％で、
30％前後で推移しています。
35％を指標とし、女性会員の
入会促進と働き易い職場環境
に取り組んでいきます。

【社会福祉協議会】
日常生活自立支援事業
（ほのぼのサービス）
〇運営審議会開催数　3回
〇契約人数
・登録会員　55人
・財産保全サービス　32人
・財産管理サービス　50人
〇相談及び連絡調整件数
・相談及び生活支援サービス　
3,526件
・財産保全サービス　109件
・財産管理サービス　1,005件
（令和7年3月末現在）

【シルバー人材センター】
平成29年4月からは日常生活
支援総合事業の実施や、会員
確保のためリーフレット、チラ
シの配布、女性会員が作成し
た小物を販売、樹脂粘土教室
の開催などの取り組みを行っ
ています。全国的に会員数の
減少がみられ、当センターに
おいても同様の傾向にありま
すが、今年度は前年度より15
人増加しました。
会員数246人　うち女性85人
女性の割合　34.6％
（令和7年3月末現在）

【社会福祉協議会】
高齢化率の上昇により、一人
暮らしの高齢者、高齢者夫妻
世帯の増加が見込まれ、それ
に伴う孤立化、認知症の発
症、悪徳商法被害等、地域に
おける高齢者問題は深刻化し
ていくと思われます。本事業の
利用対象者は、高齢者のみな
らず、障がいをもち地域で暮ら
す方も多く、地域の民生委員
や福祉委員、また、地域包括
支援センターや医療機関等と
の連携は大変重要なものと
なってきています。住み慣れた
地域で安心して暮らすため行
政をはじめ、様々な機関と連
携しながら専門性の高い個別
支援活動として事業の充実に
努めました。今後も引き続き事
業の周知を図っていく必要が
あります。

【シルバー人材センター】
女性の加入増により女性会員
の割合は34.6％と増加しまし
た。今後も35％を指標とし、女
性会員の入会促進と働き易い
職場環境に取り組んでいきま
す。

福祉課

75 高齢者への支援

認知症や虐待を受けた高
齢者への相談を受け、状況
に応じ、介護保険サービス
の支援や保護による安全
確保など関係機関へつなげ
ます。
また、社会福祉協議会やシ
ルバー人材センターと連携
し、高齢者の財産管理や社
会参加に対する支援を行い
ます。

相談体制の充実を図るとと
もに、必要な制度に繋げ、
活用します
高齢者虐待、認知症の相
談件数
財産保全、管理サービスの
利用状況
シルバー人材センターの利
用状況
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

76
障がい者への自
立支援

障害者差別解消法に基づ
き、障がい者への配慮と社
会参加の支援を行います。

今後も関係者の連携をより
充実させることにより、障が
い者の自立に向けた支援を
行っていく必要があります。

・障害者差別解消法に関す
る市職員研修会を協働
わーくすエ・コラボより映画
「チョコレートな日々」を提供
いただき実施しました。
実施日：11/6（水）、7（木）
・市内の障害者福祉関係者
を構成メンバーとする「太宰
府市障がい福祉ネットワー
ク会議」を年4回開催し、行
政、医療機関、サービス事
業所やその他支援に必要
な関係者が連携して必要な
支援の検討や研修を行い
ました。
・障がい者週間（12月3～9
日）に合わせて、12月広報
に合理的配慮に関する記
事を掲載しました。
・市内観光地におけるバリ
アフリー環境整備状況を把
握するためにモニターツ
アーを実施し、それぞれの
障がいの立場から改善点
等のご意見をいただきまし
た。
差別事象の相談件数　0件

今後も関係者の連携をより
充実させることにより、障が
い者の自立に向けた支援を
行っていく必要があります。

福祉課
差別事象の相談件数

・障害者差別解消法に関す
る市職員研修会を、ひきこ
もりへの理解を深めるため
の職員研修に合わせて実
施。
実施日：7/19（水）、20（木）
・事業所による合理的配慮
の提供の義務化について
市ホームぺージによる周知
を行うとともに、商工会を通
じた会員への周知を行っ
た。
・ふくおかバリアフリーマッ
プにおける太宰府市管理施
設の情報更新。
・市内の障害者福祉関係者
を構成メンバーとする「太宰
府市障がい福祉ネットワー
ク会議」を年4回開催し、行
政、医療機関、サービス事
業所やその他支援に必要
な関係者が連携して必要な
支援の検討や研修を行い
ました。
・成年後見制度を周知する
特集記事を広報に掲載。
・障がい者を対象とした市
公共施設等の利用料減免
について、障がい者手帳ア
プリ利用を導入。
差別事象の相談件数　0件
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

外国籍の人からの相談は、
分かりやすい日本語を使う
など、相談者の状況に応じ
た支援を行いました。

今後も相談があった際は、
多言語対応可能なＮＰＯ法
人と連携して対応していき
ます。

外国籍の人からの相談は、
分かりやすい日本語を使う
など、相談者の状況に応じ
た支援を行いました。

今後も相談があった際は、
多言語対応可能なＮＰＯ法
人と連携して対応していき
ます。

人権政策課

（公財）太宰府市国際交流
協会と連携し、外国人市民
のDV被害支援のための相
談窓口の連絡先等を含め
作成している「在住外国人
のための太宰府市生活情
報ガイドブック」の英語・韓
国語・中国語・ベトナム語
版・やさしい日本語版につ
いて不足分の印刷を行いま
した。
この冊子は太宰府市及び
国際交流協会のホーム
ページで公開しています。
また、市民課窓口で外国人
の転入手続きの際に配布
するほか、国際・交流課や
国際交流協会の窓口、市
内在住の留学生が在学す
る市内大学に配布していま
す。

また、市ホームページに外
国人のために役立つ情報を
まとめたページについて
は、一部修正し、情報発信
に努めました。

外国人市民や留学生支援
のため、国際交流協会や日
本語教室と連携し、市民と
の交流も含めた国際交流
サロン的なものを今後行っ
ていくとともに、生活情報ガ
イドブックやその他の情報
について告知し、在住外国
人が必要とする支援につい
ても情報収集し反映してい
きたいと考えます。

（公財）太宰府市国際交流
協会と連携し、外国人市民
のDV被害支援のための相
談窓口の連絡先等を含め
作成している「在住外国人
のための太宰府市生活情
報ガイドブック」の英語・韓
国語・中国語・ベトナム語
版・やさしい日本語版につ
いて内容の修正を行い、よ
り正しく情報が伝わるように
全体的に再度翻訳し印刷を
行いました。
この冊子は太宰府市及び
国際交流協会のホーム
ページで公開しています。
また、市民課窓口で外国人
の転入手続きの際に配布
するほか、国際・交流課や
国際交流協会の窓口、市
内在住の留学生が在学す
る市内大学に配布していま
す。

また、市ホームページに外
国人のために役立つ情報を
まとめたページについて
は、一部修正し、情報発信
に努めました。

外国人市民や留学生支援
のため、国際交流協会や日
本語教室と連携し、市民と
の交流も含めた国際交流
サロン的なものを今後行っ
ていくとともに、生活情報ガ
イドブックやその他の情報
について告知し、在住外国
人が必要とする支援につい
ても情報収集し反映してい
きたいと考えます。

国際・交流課

国際交流協会や関係機関
との連携
「外国人のための生活情報
ガイドブック」による各種相
談窓口の情報提供
市広報紙・ホームページ等
で情報提供

外国人市民のＤＶ被害支援
やその他生活支援のため
の取組を行います。

外国人市民に対
する支援

77
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実施内容 課題 実施内容 課題
事業名

事業
番号

（参考）令和５年度実績
担当課事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

令和６年度実績

78
避難行動にかか
る支援

災害時に自力で避難が困
難な避難行動要支援者に
ついて、平常時から避難支
援等関係者へ名簿を提供
することへの同意を得る取
組を行います。

DV被害者等の名簿提供に
ついては十分配慮をいたし
ます。
避難支援等関係者へ名簿
を提供することへの同意者
数

同意者数：1,218人
(R6.4.1現在)

※前回同意者(R4年度用名
簿)で、今回の照会(R6年度
用名簿)において未回答者
に対し、再度照会中

個別避難計画の作成にお
いては、市・自治会・民生委
員等で連携して進めていく
必要があるが、マンパワー
不足が課題です。

名簿の外部提供同意者数：
1,550人
（R7.4.1現在）

避難行動要支援者名簿に
ついて、校区自治協議会や
民児協定例会にて説明を
行い、各自治会・民生委員
に提供済み。２月には、全
自治会を訪問し、各地域に
おける取組状況や取組を進
めるうえでの課題のヒアリン
グを実施した。

「真に支援が必要な人」へ
の支援につながるように、
市として、対象要件の見直
しや更新方法の見直し、福
祉部局との連携を進める必
要がある。また、地域にお
いては、支援者の確保や取
組を進めるうえでのマンパ
ワー不足が課題である。

防災安全課
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実施内容 課題 実施内容 課題

推進体制の整備・強化

79
男女共同参画推
進本部体制の充
実・強化

男女共同参画推進本部の
「推進本部会議」「幹事会」
の体制を充実・強化し、男
女共同参画社会形成のた
めの施策の総合的・効果
的な推進を図ります。

「本部会議」と「幹事会」の開催回数

本部会議開催回数　1回
開催日：令和５年７月３１日（月）
（議題等）
・第２次太宰府市男女共同参画後
期プラン　令和４年度進捗状況報告
について
・審議会等における女性の登用状
況について
・第３次太宰府市男女共同参画プラ
ン　プランの概要、重点項目、令和５
年度の主な取組について

幹事会開催回数　１回
開催日：令和５年６月１２日（火）
・第２次太宰府市男女共同参画後
期プラン令和４年度進捗状況
・第３次太宰府市男女共同参画プラ
ンについて
　プランの概要、重点項目と令和５
年度の主な取組について

推進本部を核とし、庁内の各分野が
一体となって各施策に取り組んでい
きます。

本部会議開催回数　1回
開催日：令和６年10月3日(木)
（議題等）
・第３次男女共同参画プラン令和５
年度進捗状況及び令和６年度の主
な取組について
・審議会等委員の女性登用率につ
いて

幹事会開催回数　１回
開催日：令和５年６月24日（月）
・第３次男女共同参画プラン令和５
年度進捗状況及び令和６年度の主
な取組
・審議会等委員の女性登用率につ
いて
・今後の作業の流れ(説明)

推進本部を核とし、庁内の各分野が
一体となって各施策に取り組んでい
きます。

人権政策課

事業
番号

  プランの推進体制

施策1

担当課事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

（参考）令和５年度実績 令和６年度実績
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実施内容 課題 実施内容 課題

事業
番号

担当課事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

（参考）令和５年度実績 令和６年度実績

80
男女共同参画審
議会の機能発揮

男女共同参画プランの進
捗状況について審議会に
報告し、審議会の調査・審
議により政策提言を受けて
いきます。

審議会の開催回数

審議会開催回数　1回
◇第1回審議会
開催日：令和５年１０月１７日（火）
（議題等）
・第２次太宰府市男女共同参画後
期プラン令和4年度進捗状況につい
て
・第３次太宰府市男女共同参画プラ
ン
プランの概要、重点項目、令和５年
度の主な取組について
※委員改選

◇第2回は中止。紙面開催。
・プランの文言の一部修正について

政策提言を、効果的な推進に繋げ
ていきます。

※審議会からの提言をもとに、令和
５年度の参画プラン等進捗調査の
際に女性委員等が増えない原因に
ついて問う項目を増やしました。

審議会開催回数　1回
◇第1回審議会
開催日：令和７年１月8日(水)
（議題等）
・第３次太宰府市男女共同参画プラ
ン令和５年度進捗状況報告につい
て
（２）第３次太宰府市男女共同参画
プラン重点項目と令和６年度の主な
取組について
（３）審議会委員等の女性登用率に
ついて
(課題)
審議会等において女性の登用を積
極的に行うよう指摘がありました。

政策提言を、効果的な推進に繋げ
ていきます。 人権政策課
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実施内容 課題 実施内容 課題

事業
番号

担当課事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

（参考）令和５年度実績 令和６年度実績

81
男女共同参画プ
ランの進行管理

男女共同参画プランに基づ
いて、その進捗状況をまと
め、公表します。

進捗状況を毎年度公表していきま
す。

第2次太宰府市男女共同参画後期
プランの進捗状況をホームページに
公表しました。
新たに制定した第３次プランをホー
ムページで公表しました。

計画の達成度を図るとともに、事業
の進捗状況と課題を整理していきま
す。

第３次プランの進捗状況をホーム
ページ上で公開しました。

計画の達成度を図るとともに、事業
の進捗状況と課題を整理していきま
す。

人権政策課

82
男女共同参画推
進センタールミナ
スの機能発揮

指定管理者制度運用ガイド
ラインに基づき、センターの
事業内容の評価検証を行
い、事業内容の充実を図り
ます。

男女共同参画審議会での審議
指定管理者との協議
ルミナス職員の研修参加回数

毎月指定管理者である（公財）太宰
府市文化スポーツ振興財団と協議
を行い、事業内容の検証をし、充実
を図りました。

男女共同参画の視点を持った事業
展開・情報発信を行いながら、啓発
推進・支援活動・交流・学びの場とし
ての利用拡大を図り、若い世代や男
性利用者を増加させていく必要があ
ります。

毎月指定管理者である（公財）太宰
府市文化スポーツ振興財団と協議
を行い、事業内容の検証をし、充実
を図りました。

男女共同参画の視点を持った事業
展開・情報発信を行いながら、啓発
推進・支援活動・交流・学びの場とし
ての利用拡大を図り、若い世代や男
性利用者を増加させていく必要があ
ります。

人権政策課
（ルミナス）

83
市職員の男女共
同参画意識の向
上

男女共同参画の視点に
立った行政の推進を図るた
め職員研修を行います。

男女共同参画に関する職員研修の
実施

県や他市町が実施する研修の周知

1.新規採用職員研修
開催日：令和５年４月４日
　　　　　令和５年８月２日
対象：新規採用職員

2男女共同参画職員研修
８月22日（火）
８月23日（水）

テーマ「アンコンシャス・バイアス（無
意識の偏見をなくすために」
参加者：275人（参加率71.6％）

男女共同参画職員研修は全職員を
対象として実施しましたが、業務等
の都合により3割程度の欠席があり
ました。今後、全職員が参加しやす
い工夫を検討します。

1.新規採用職員研修
開催日：令和6年4月2日
対象：新規採用職員

2男女共同参画職員研修
９月５日（木）
10月23日（金）

テーマ「ジェンダーの視点で社会を
再認識する」
参加者：　121人（参加率66.1％）

男女共同参画職員研修は職員を３
グループに分け、３年間で全員が受
講するように計画しました。
令和６年度は第一回の日程が台風
で延期となり、延期された日程では
業務都合等で参加できない人が出
て例年より受講率が落ちました。

人権政策課
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実施内容 課題 実施内容 課題

事業
番号

担当課事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

（参考）令和５年度実績 令和６年度実績

市民との連携

84
苦情処理及び人
権救済の申出制
度の周知

男女共同参画推進委員に
よる苦情処理及び人権救
済制度の周知を図り、活用
につなげます。

市広報紙、ホームページで推進委
員制度で周知します。

制度について、ホームページで周知
しています。
令和5年度は苦情等申出はありませ
んでした。

制度について、ホームページで周知
しています。
令和６年度は苦情等申出はありま
せんでした。

人権政策課

85

ルミナスを拠点と
した市民リー
ダー及び団体の
育成

ルミナス登録団体への加
入を促進し、活動を支援し
ながら、男女共同参画を目
指す人材、団体を育成しま
す。

ルミナス登録団体代表者会
ルミナス交流事業

ルミナス登録団体代表者会を計6回
開催し、団体の相互の交流促進を
図りました。
令和6年3月1日(水)～16日（土）に 

『ルミナス感謝Weeks』を実施し、期
間中、男女共同参画に関するパネ
ル展、書道作品展、主催講座の無
料体験見学、登録団体の体験を行
いました。
感謝イベントでは、3/3 講演会 「多
様な視点から防災を考えよう」、
3/16映画「ひと夜」の上映会を開催
し、ロビーでは登録団体の発表会を
行いました。
期間中の来館者数：2638人

団体会員の高齢化に伴い、年々登
録団体数は減少しています。
団体活動の活性化を図るため、『ル
ミナス感謝Weeks』を開催し、継続し
てルミナスを拠点に活動を行えるよ
うにします。

ルミナス登録団体代表者会を計6回
開催し、団体の相互の交流促進を
図りました。
令和7年3月1日(土）～30日（日）に 

『ルミナス感謝Weeks』を実施し、期
間中は様々な催しを行いました。
＜感謝イベント＞
●男女共同参画講演会
●呈茶席～お茶に親しむ～
●おしゃべりカフェ
●上映会「愛する人に伝える言葉」
＜発表会・体験・見学＞
●定期利用団体 発表会
●定期利用団体 体験・見学
●ルミナス主催講座 体験・見学
＜展示＞
●男女共同参画に関するパネル展
●書道講座受講生作品展
●定期利用団体紹介コーナー

期間中の来館者数：4303人

団体会員の高齢化に伴い、年々登
録団体数は減少しています。
団体活動の活性化を図るため、『ル
ミナス感謝Weeks』を開催し、継続し
てルミナスを拠点に活動を行えるよ
うにします。

人権政策課
（ルミナス）

86
関係団体との連

携

子ども、高齢者、障がい者
等の関係団体に対し、男女
共同参画に関連する研修
や学習機会を提供し、共に
男女共同参画を考えていき
ます。

イベント、学習会の提供回数及び参
加者数

所管課を通じて各種団体へ市民
フォーラムの参加呼びかけを依頼
し、周知を図りました。

福岡県の事業やルミナス主催セミ
ナーの案内など、市民フォーラム以
外の学習機会の情報を提供してい
きます。

所管課を通じて各種団体へ市民
フォーラムの参加呼びかけを依頼
し、周知を図りました。

福岡県の事業やルミナス主催セミ
ナーの案内など、市民フォーラム以
外の学習機会の情報を提供してい
きます。

人権政策課

施策2
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審議会等における女性の登用状況（令和７年4月1日現在）

いつから 〜 いつまで
1 太宰府市表彰選考委員会 総務課 在職期間中 あて職 〜 5 5 0 0.0%

2 選挙管理委員会（☆） 〇 総務課 4 R7.4.1 〜 R11.3.31 4 2 2 50.0%

3 公平委員会（☆） 〇 総務課 〇 4
R3.7.25
R5.7.20
R6.4.1

〜
R7.7.24
R9.7.19
R10.3.31

3 3 0 0.0%

4 固定資産評価審査委員会（☆） 〇 総務課 3
R5.3.26
R6.3.26
R7.3.15

〜
R8.3.25
R9.3.24
R10.3.14

3 2 1 33.3%

5 太宰府市情報公開・個人情報保護審査会 文書情報課 2 R5.10.1 〜 R7.9.30 3 1 2 66.7%

6 太宰府市情報公開・個人情報保護審議会 文書情報課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 5 2 3 60.0%

7 太宰府市公文書館委員会 文書情報課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 10 7 3 30.0%

8 太宰府市防災会議 防災安全課 R7年度中改選予定 〜

9 太宰府市国民保護協議会 防災安全課 2 R7年度中改選予定 〜

10 太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会 税務課 2 R6.7.22 〜 R8.7.21 13 11 2 15.4%

11 太宰府市税制審議会 税務課 2 R5.9.21 〜 R7.9.20 12 10 2 16.7%

12 太宰府市環境審議会 環境課 2 R5.10.1 〜 R7.9.30 10 7 3 30.0%

13 太宰府市男女共同参画審議会 人権政策課 2 R5.8.1 〜 R7.7.31 6 3 3 50.0%

14 太宰府市人権尊重のまちづくり推進審議会 人権政策課 2 R6.11.1 〜 R8.9.30 7 4 3 42.9%

15 太宰府市男女共同参画推進委員 人権政策課 3 R6.7.1 〜 R9.6.30 2 1 1 50.0%

16 太宰府市国民健康保険運営協議会 国保年金課 3 R4.6.1 〜 R7.5.31 10 7 3 30.0%

17 太宰府市地域福祉推進委員会 福祉課 2 R6.10.1 〜 R8.9.30 11 6 5 45.5%

18 太宰府市障害者施策推進協議会 福祉課 2 R6.10.1 〜 R8.9.30 12 7 5 41.7%

19 太宰府市民生委員推薦会 福祉課 3 R4.9.1 〜 R7.8.31 7 4 3 42.9%

20 筑紫地区障害支援区分等審査会 福祉課 〇 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 10 8 2 20.0%

21 太宰府市介護保険運営協議会 介護保険課 3 R6,10,1 〜 R9,9,30 9 5 4 44.4%

22 介護認定審査会 介護保険課 〇 2 R7,4,1 〜 R9,3,31 35 24 11 31.4%

23 太宰府市子ども・子育て会議 保育児童課 2 R6.9.1 〜 R8.8.31 14 5 9 64.3%

24 太宰府市健康づくり推進協議会 元気づくり課 2 R6.9.1 〜 R8.8.31 10 6 4 40.0%

25 太宰府市予防接種健康被害調査委員会 元気づくり課 2 R6.7.1 〜 R8.6.30 7 6 1 14.3%

26 太宰府市都市計画審議会 都市計画課 2 R6.11.1 〜 R8.10.31 12 11 1 8.3%

27 太宰府市景観・市民遺産審議会 都市計画課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 13 9 4 30.8%

28 太宰府市歴史的風致維持向上協議会 都市計画課 2 R6.11.1 〜 R8.10.31 11 9 2 18.2%

29 太宰府市旅館等建築審査会 都市計画課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 6 4 2 33.3%

30 太宰府市空家等対策協議会 都市計画課 2 R6.4.1 〜 R8.3.31 15 13 2 13.3%

31 太宰府市総合交通計画協議会 都市計画課 2 R6.6.1 〜 R8.5.31 15 12 3 20.0%

32 太宰府市地域公共交通活性化協議会 都市計画課 2 R6.4.1 〜 R8.3.31 20 17 3 15.0%

33 農業委員会（☆） 〇 農業委員会事務局 3 R4.4.9 〜 R7.4.8 14 13 1 7.1%

34 太宰府市社会教育委員 社会教育課 2 R5.6.1 〜 R7.5.31 9 4 5 55.6%

35 教育委員会（☆） 〇 社会教育課 教育長3年、委員4年 5 4 1 20.0%

36 太宰府市教育支援委員会 学校教育課 2 R6.10.1 〜 R7.9.30 6 1 5 83.3%

37 太宰府市教育支援センター運営委員会 学校教育課 2 R6.7.18 〜 R8.7.17 7 5 2 28.6%

38 太宰府市文化財専門委員会 文化財課 2 R6.8.1 〜 R8.7.31 10 8 2 20.0%

39 太宰府市史跡対策委員会 文化財課 2 R5.10.1 〜 R7.9.30 13 10 3 23.1%

40 太宰府市史跡整備検討委員会 文化財課 2 R6.7.1 〜 R8.6.30 10 8 2 20.0%

41 太宰府市文化財保存活用推進協議会 文化財課 現在選任中 〜

42 太宰府市市立図書館協議会 文化学習課 2 R6.10.29 〜 R8.10.28 7 3 4 57.1%

43 監査委員（☆） 〇 監査委員事務局 4
議選は議員の任期

識見 R3.6.1
議選 R4.1.11

〜
R7.5.31
R7.12.11

2 2 0 0.0%

383 269 114 29.8%

委員
総数

（人）

男性
委員数
（人）

女性
委員数
（人）

女性の
割合

（％）

在任期間は委員によって異なる

合計

審議会等名称
180
条

の5
担当課

広
域

任期(年)
在任期間

63

（別表１）



外郭団体・補助団体登用状況（令和７年4月1日現在）

男 女 計

1 暴力追放推進市民協議会 防災安全課 9 2 11 18.2%

2 筑紫交通安全協会太宰府支部 防災安全課 17 2 19 10.5%

3 太宰府市自治協議会 地域コミュニティ課 5 1 6 16.7%

4 太宰府市西校区自治協議会 地域コミュニティ課 12 2 14 14.3%

5 太宰府南小校区自治協議会 地域コミュニティ課 3 6 9 66.7%

6 国分小校区自治協議会 地域コミュニティ課 7 1 8 12.5%

7 太宰府東小校区自治協議会 地域コミュニティ課 7 0 7 0.0%

8 太宰府小校区自治協議会 地域コミュニティ課 17 0 17 0.0%

9 水城小校区自治協議会 地域コミュニティ課 9 2 11 18.2%

10 （福）太宰府市社会福祉協議会 福祉課 11 3 14 21.4%

11 太宰府市民生委員児童委員連合協議会 福祉課 4 8 12 66.7%

12 （公社）太宰府市シルバー人材センター 福祉課 11 1 12 8.3%

13 太宰府市遺族連合会 福祉課 9 7 16 43.8%

14 太宰府市身体障害者福祉協会 福祉課 8 7 15 46.7%

15 太宰府手話の会 福祉課 1 14 15 93.3%

16 太宰府市長寿クラブ連合会 高齢者支援課 9 4 13 30.8%

17 母子寡婦福祉会 保育児童課 0 7 7 100.0%

18 太宰府市食生活改善推進会 元気づくり課 3 58 61 95.1%

19 （公財）太宰府市国際交流協会 国際・交流課 7 6 13 46.2%

20 太宰府市「同和」教育研究協議会 社会教育課 10 2 12 16.7%

21 太宰府市子ども会育成会連合会 社会教育課 1 3 4 75.0%

22 太宰府市PTA連合会 社会教育課 9 2 11 18.2%

23 太宰府市少年の船協会 社会教育課 12 0 12 0.0%

24 太宰府市ジュニアリーダーズクラブ 社会教育課 2 5 7 71.4%

25 太宰府市補導連絡協議会 社会教育課 5 1 6 16.7%

26 太宰府市青少年育成市民の会 社会教育課 4 3 7 42.9%

27 (公財)古都大宰府保存協会 文化財課 12 1 13 7.7%

28 竹の曲保存会 文化財課 9 0 9 0.0%

29 (公財)太宰府市文化スポーツ振興財団 文化学習課 14 3 17 17.6%

30 太宰府市文化協会 文化学習課 22 16 38 42.1%

31 太宰府市子ども文庫・読書サークル連絡協議会 文化学習課 0 4 4 100.0%

32 （特非）太宰府よか倶楽部 スポーツ課 9 3 12 25.0%

33 （一社）太宰府市スポーツ協会 スポーツ課 8 4 12 33.3%

34 スポーツ推進委員 スポーツ課 11 4 15 26.7%

35 太宰府市農業生産組織組合 産業振興課 23 0 23 0.0%

36 太宰府市地域水田農業推進協議会 産業振興課 9 1 10 10.0%

37 太宰府市農事組合長 産業振興課 17 0 17 0.0%

38 一般社団法人 太宰府観光協会 観光推進課 18 5 23 21.7%

合計 344 188 532 35.3%

団体名 担当課
役員数（人）

女性の割合 備考
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（別表２）


